
資料1_法⼈住⺠税WT　全国意⾒照会への対応⽅針（案） 1.諾（ 2.否（ 3.保留 4.その他

# 地⽅税法への準拠 住⺠サービスの向上 職員業務量の低減 ⾃治体⽅針の実現 その他 類似意⾒ 同趣旨
# （法・政省令） No. 要件数 承諾 否認 保留 その他

320 1.1.1 法⼈基本情報管理

資本⾦の額は申告書に合わせて、資本⾦・資
本合算・資本⾦等を⼊⼒できること

資本⾦の額のみでは情報として不
⾜するため。

320 10 A︓仕様反映

■1.1.1.に追加
・資本⾦
・資本⾦等
・資本⾦・準備⾦の合算額
・均等割号数（⾃動計算）　→⾃動
計算する項⽬

法⼈基本情報に以下を追加します。
なお、均等割号数は⾃動計算とします。（均等割号数、資本⾦、資本
⾦等、資本⾦・準備⾦の合算額は、No.287で申告登録→基本情報
への反映を⾏うかどうか選択できる項⽬としています。

【要件追加案】
■1.1.1.に追加
・資本⾦
・資本⾦等
・資本⾦・準備⾦の合算額
・均等割号数　→⾃動計算項⽬

9 0 0 0 反映する

了承いただいたため、要件を修正します。

なお、資本⾦等の額などは登記事項でないため、基本情報で管理すべき
でないとの考えもありますが、EUCの利便性や統計管理上の都合などから
基本情報で管理している市町村パッケージシステムが多く、本仕様書でも
それを踏襲します。

■1.1.1. 法⼈基本情報
・資本⾦
・資本⾦等
・資本⾦・準備⾦の合算額
・均等割号数（⾃動計算）
※均等割号数は⾃動計算する項⽬

779 1.1.1 法⼈基本情報管理

代表者名（漢字） 代表者名（漢字・カナ・ひらがな） 本市では、代表者が外国籍の⽅
がいるため、カタカナ⼊⼒する必要
があるため。同様に、⽇本国籍で
も名前がひらかなの⽅もいるため。 779 4 A︓仕様反映

■1.1.1.　法⼈基本情報管理
　・・・
　・代表者名（漢字・カナ・ひらがな）
　・・・

当該意⾒を反映します。

9 0 0 0 反映する

了承いただいたため、要件を修正します。 ■1.1.1.　法⼈基本情報管理
　・代表者名（漢字・カナ・ひらがな）

4305 1.1.1 法⼈基本情報管理

下記項⽬を追加。
・休業
・課税免除

・課税免除
法第6条第1項、豊中市市税条
例第15条の2にもとづいて、課税
免除しているため。

・休業
課税額に影響があるため。

5762 13 B︓要検討

【課税免除の要件案】
■1.1.6.（要件変更）※意⾒
No.63
・法⼈区分とは別に、課税区分・減免
区分を登録できること。課税区分は「課
税／⾮課税／均等割課税／法⼈税
割課税／課税免除」、減免区分は「あ
り／なし」とする。

■x.x.xx.（新規要件）※課税免除
関係
・課税免除の法⼈は申告書送付対
象、未申告管理の対象とならないこと。
・課税免除の対象となる法⼈には申告
登録ができないこと。

課税免除を実施されている場合、必要な要件をご教⽰ください。
（左記は想定要件です。過不⾜などご指摘ください。）

※APPLIC税TFにも確認します。

6 0 1 2 反映する ●

⼤筋了承いただいたため、要件を修正します。
また、地⽅税法に定めがあるものの、実施団体数などに鑑み「実装しても
しなくても良い」機能としております。

APPLIC税TFより「期間を定めるか検討が必要」とご意⾒を頂いています
が、各⾃治体の条例では期間について明記しておらず、想定運⽤としては
条例制定後に対象法⼈を確認して個別に登録を⾏っていく形になりま
す。（逆に、条例を廃⽌した場合は、個別に外していく）

A市︓課税状況調べの記載要領に基づき、均等割の納税義務者の対
象となります。
C市︓「申告登録時はアラートに留めるべきでは」とご意⾒を頂いているた
め、内容を確認させてください。

【課税免除】　※実装してもしなくても良い機能

■1.1.6.（要件追加）※意⾒No.63
・課税区分に「課税免除」を登録できること。

■x.x.xx.（新規要件）※課税免除関係
・課税免除の法⼈は申告書送付対象、未申告管理の対象とならないこ
と。
・課税免除の対象となる法⼈には申告登録の際に注意喚起ができるこ
と。処理の継続もできること。

4734 1.1.1 法⼈基本情報管理

設⽴・転⼊の1年⽬の法⼈の事業年⽉につい
ては、経過措置期間として⼆重に⼊⼒できるこ
と。

事業年度の途中で転⼊した法⼈
の初年の均等割額が正確に算出
されないため。
経過措置期間を⼊⼒できない場
合、事業開始⽇から異動⽇まで
の期間の均等割が反映されない
ため。

0 C︓APPLIC照
会

※該当の事例があるか、APPLIC税TFに確認します。

2 1 1 3 反映しない

構成員において該当の事例がないことを確認しました。

4907 1.1.1 法⼈基本情報管理

― 【実装してもしなくてもよい機能】
以下の法⼈基本情報を登録できること
・主要法⼈フラグ（⼤企業等本市が指定する
法⼈）を管理できること

⼤企業等の⼀部企業については
法⼈市⺠税に係る歳⼊予算の策
定時に個別に調定額を⾒込んで
いる。その際にフラグ管理しておくこ
とで適切に対象法⼈を抽出するこ
とができるため。

4907 3 C︓APPLIC照
会 3 2 0 1 要検討 ●

APPLIC税TFより、実装した実績がなく、
● 法⼈住⺠税に特化した要件ではないのでは
● 該当の番号をEUCで確認することでどうか
という意⾒があります。

これについて、要望される団体においては上記運⽤でも良いかをご確認く
ださい。

＜実装してもしなくてもよい機能＞
以下の法⼈基本情報を登録できること
・主要法⼈フラグ（⼤企業等市町村が任意に定める法⼈）を管理でき
ること。

5762 1.1.1 法⼈基本情報管理

・異動区分（設⽴・設置・異動・事務所廃⽌・
解散・合併解散・清算結了・事務所等なし・除
却・復活等）

・異動区分（設⽴・設置・異動・事務所廃⽌・
解散・合併解散・清算結了・事務所等なし・除
却・復活・休業・廃⽌・登記のみ・収事廃⽌・
代表変更・年度変更・本所変更・組織変更・
商号変更・資本変更）

列記が等となっていて必要な項⽬
が含まれているか分からないため。

5762 13 B︓要検討

登記のみの法⼈について、運⽤上どのように管理されているかご教⽰くだ
さい。

（例）
　・現況区分で「登記のみ」があり、納税義務の対象とならない
　・課税区分で「⾮課税」と登録してメモ機能で詳細は代⽤

3 1 0 3 要検討 ●

＜構成員運⽤＞
・現況区分・・・A市、G市、E市
・⾮課税・・・E市
・宛名管理＋メモ・・・I市、J市、K市
※K市は市内にない場合、事務所廃⽌登録

＜考慮事項＞
○ 現況が分かると望ましいものの、⾮課税の登録で代替運⽤は可能と
判断。要件修正なし。
○ 政令市の場合は、課税/⾮課税を⾏政区単位で管理できることが必
要。

＜E市・K市へ確認＞
・課税・⾮課税の管理は法⼈単位であり、⾏政区単位では均等割課税
があるか否かという申告情報だけ管理できれば良いでしょうか。（現在の
標準仕様書における均等割の⾏政区管理機能で対応可能と想定）

2951 1.1.1. 基本情報管理

・設⽴⽇、設置⽇、廃⽌⽇、解散⽇、清算決
了⽇、事業開始⽇

・設⽴⽇、設置⽇、廃⽌⽇、解散⽇、残余財
産確定の⽇（残余財産の最後の分配⼜
は引渡しの⽇）、清算結了⽇、事業開始
⽇

清算確定申告については、残余
財産が確定した清算中の内国普
通法⼈等（法⼈税割について
は、解散の⽇の属する事業年度
または連結事業年度中に事務所
等を有していたものに限る） （法
⼈税法第74条第2項、地⽅法
⼈税法第19条第2項）となって
おり、清算結了⽇と残余財産確
定の⽇は必ずしも同じ⽇ではない
ため。

清算結了⽇と残余財産確定⽇
は必ずしも同じ⽇ではなく、税理
⼠から「残余財産確定をして清算
はするが、清算結了の登記は法
⼈にお⾦が無いためしない」と⾔わ
れ、清算確定申告は処理できる
が、実際には清算結了登記はさ
れていない状態があるため。

残余財産確定の⽇＝清算結了
⽇か
残余財産確定の⽇＜清算結了
⽇か
残余財産確定の⽇が空⽩で清
算結了⽇
残余財産確定の⽇で清算結了
⽇が空⽩という状態になる。
その基本情報がある場合、清算
確定申告書をシステムに⼊⼒する
際に、事業年度チェックをしてほし
い。

0 D︓反映しない

「残余財産確定の⽇」は登記事項ではなく、法⼈基本情報に登録しなく
ても良いかと想定します。
清算結了⽇は1.1.1.で登録可能としており、実務上は「残余財産確定
の⽇」はメモ管理でも問題ないと考えます。
こちらについてご意⾒いただけますようお願いします。

3 3 1 0 要検討 ●

＜残余財産確定の⽇＞
基本情報で管理・・・A市、E市、G市、J市
メモで管理・・・C市、H市、I市、K市

※No.2963のみなし事業年度の項⽬で詳細に確認させて頂きます。

事務局意⾒ 要件修正

WT⽤確認欄事務局記載欄

WT対象仕様反映
仕様への反映

分類⽤フラグ
項⽬番号 項⽬名 修正前 修正後

修正の根拠 WT事前確認

対応⽅針案 要件修正案 確認項⽬



2952 1.1.1. 基本情報管理

代表者住所 現在、代表者住所をメモ書きにて
対応している。法⼈からの異動届
で代表者変更が来るので、対応
しているが、基本情報欄に⼊⼒項
⽬があると⼿間が幾分減ります。
ので再検討願います。

779 4 D︓反映しない

代表者住所を管理したいという意⾒が複数⾒られますが、過去のWTで
は不要と整理しています。
（法⼈課税の業務としてはあまり利活⽤シーンが無いかと想定します）
実装すべきなどご意⾒や運⽤があればご教⽰ください。

4 3 0 0 反映する

＜構成員回答＞
管理必要・・・A市、E市
管理不要・・・C市、G市、H市、I市、J市、K市

＜対応⽅針＞
○ 実務上は必須ではない
○ 返戻時に代表者住所に送付する場合は、都度の対応でも可能
○ 登記事項であること、eLTAXの利⽤届出・設⽴・異動届の⼊⼒項⽬
であることから、”実装してもしなくても良い機能”として定義

1.1.1.法⼈基本情報管理
○ 代表者住所　※実装してもしなくても良い機能

2955 1.1.1. 基本情報管理

・異動区分（設⽴、設置、異動、事務所廃
⽌、解散、合併解散、清算結了、事務所等な
し、除却、復活等）

・異動区分（設⽴、設置、異動、事務所廃
⽌、解散、被合併解散、清算結了、事務
所等なし、除却、復活等）

合併、被合併という⾔葉をよく
使っているので、被合併したので
解散という形なので何となくその表
現の⽅がわかりやすいかと思ったの
で。

0 A︓仕様反映

■1.1.1.に追加
異動区分︓合併解散
管理項⽬︓合併年⽉⽇

1.1.1. 法⼈基本情報に、左記を追加することで良いかご確認ください。

8 1 0 0 反映する

異動区分として「合併解散」、並びに合併年⽉⽇を別の管理項⽬として
設けます。
（意⾒にあるような合併解散→”被”合併解散という反映はなし）

■1.1.1.法⼈基本情報管理
異動区分︓合併解散
管理項⽬︓合併年⽉⽇

3166 1.1.1. 法⼈基本情報管理

均等割区分を資本⾦と従業員数から⾃動区
分すること

職員が処理する⼿間が省けるとと
もに、処理の間違いがなくなる

320 10 A︓仕様反映

※No.320のとおり反映 ※No.320のとおり反映

7 1 0 0 反映する

3561 1.1.1. 法⼈基本情報管理

（未記載） ・法源番号 申告書を、国税の発送リスト（法
源番号順のもの）と突合してから
発送するが、申告書発送リスト
で、国税管内分について法源番
号順にしないと突合作業が困難
であるため

3561 2 D︓反映しない

法源番号（法⼈税の宛名番号）はWT内で必須ではないと判断しま
した。
管理項⽬として欲しいと意⾒がありますが、法⼈番号が普及しているため
必須ではないと考えております。

・不要か、オプションとすべきか、などご意⾒があれば運⽤例と合わせてご
教⽰ください。 6 1 0 0 反映する

○ 整理番号（旧法源番号）

オプション・・・A市、E市、G市
不要・・・C市、I市、J市、K市

G市ご意⾒︓法⼈課税信託や清算中の法⼈などで法⼈番号が付番さ
れていない場合の国税とのやり取りに使⽤するケースが考えられる。

→法⼈番号の普及により相対的に重要度が下がることから、オプション機
能として定義。法源番号は、現在、整理番号となっていることから名称を
変更。

1.1.1.法⼈基本情報管理
・整理番号（税務署の管理番号）
※実装してもしなくても良い機能

4168 1.1.1. 基本情報管理

産業分類コード（⼤分類、中分類） ⼩分類・⾃由記述欄を追加 ⾃由記述欄がないと後から区分
の変更が難しくなる。

0 D︓反映しない

WTで中分類までで良いと確認済のため反映なしとします。

8 0 0 0 反映しない

不要とのご意⾒をいただいたため、反映なしとします。

4169 1.1.1. 基本情報管理

申告書発送区分 納付書出⼒区分・課税状況調出⼒区分を追
加

これらの出⼒の有無がないと管理
が難しくなる。

4981 3 A︓仕様反映

【追加要件案】
■1.1.1. 法⼈基本情報
・申告書送付区分（要／不要）
・納付書送付区分（要／不要）

納付書出⼒区分は反映し、課税状況調出⼒区分は詳細不明のため
反映なしとします。

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、申告書送付区分と納付書送付区分を追加しま
す。

■1.1.1.法⼈基本情報
・申告書送付区分（要／不要）
・納付書送付区分（要／不要）

4451 1.1.1. 法⼈基本情報管理

問合せ対応にあたっては、システム
での⼊⼒経緯詳細等をふまえて
説明する必要が⽣じる場合があ
る。また税務事務に100⼈以上
が従事しており、⼊⼒等処理の精
度向上に資する。

問合せ対応にあたっては、システム
での⼊⼒経緯詳細等をふまえて
説明する必要が⽣じる場合があ
る。また税務事務に100⼈以上
が従事しており、⼊⼒等処理の精
度向上に資する。

2.2.申告書登録・課税作成や、
項⽬3更正・決定処理においても
必要と考える。なお軽⾃動⾞税の
1.4異動履歴管理項⽬では、処
理⽇や操作者が項⽬として明⽰
されている。

0 E︓保留・その
他

共通要件として税⽬横断的な定義を検討します。

6 0 0 1 保留

必要であるものの、共通要件とすべきと考えますため、税⽬横断で検討し
ます。

3562 1.1.10. 台帳修正

法⼈台帳画⾯は最新情報が初期表⽰され、
異動⼊⼒は最新基本情報のみを修正できるこ
と。

法⼈台帳画⾯は最新情報が初期表⽰され、
異動⼊⼒は最新基本情報のみを修正、削除
できること。

異動⼊⼒で、同時に複数事項の
申告があるため、単純な誤⼊⼒も
あるため、履歴の削除機能がある
とよいため

0 D︓反映しない

最新の基本情報について、履歴を付けない”訂正”は1.1.11.で定義し
ているため、本要件は反映なしとします。

8 0 0 0 反映しない

反映なしとします。

2963 1.1.15. 事業年度異動

会社法に関係が無い医療法⼈や
破産後の最初のみなし事業年度
などみなし事業年度の適⽤のされ
⽅が複数あるが、その対応がどこま
でできるのか。適応できると業務
効率が上がるのでありがたいです。

0 C︓APPLIC照
会

APPLIC税Fからは右記回答を頂きましたが、各構成員の現⾏システム
である程度運⽤されていると認識しています。このため、普通法⼈の解
散・合併解散は必須としていきたいと考えますが、「整理の⽅向性
（案）」に関してご意⾒をお願いいたします。

なお、残余財産確定については、以下のような申告登録時の運⽤を想
定し、必要に応じて⽇付はメモ管理とすることを想定しています。法⼈基
本情報上の管理や事業年度の登録⽅法、残余財産確定の⽇の事業
年度以降に申告書送付を⽌めたりする制御、機能を検討する上での留
意点などをご教⽰ください。

また、清算結了⽇を管理しているか、その⽤途（システム上どのような制
御が掛かるか）をご教⽰ください。

＜整理の⽅向性（案）＞
異動処理に紐づいて、以下のように変更される
■普通法⼈の解散
　・事業年度開始の⽇〜解散の⽇までで事業年度を⾃動計算
　・清算事業年度については、解散⽇の翌⽇〜1年間で事業年度を
⾃動計算
■残余財産確定の⽇
　・法⼈基本情報では管理項⽬を設けない
　・申告登録のタイミングで、事業年度⾄を変更⼊⼒できる。
　※異動届が出ないケースも多く、申告登録の流れで処理できる⽅が効
率的なため。

■合併解散
　・事業年度開始の⽇〜合併⽇の前⽇
　→合併⽇の前⽇の属する事業年度以降は申告書・プレ申告データが

5 0 1 2 要検討 ●

みなし事業年度については、以下を前提にAPPLIC税TFと調定します。

＜必須化を要望＞
①株式会社等（株式会社、特例有限会社、⼀般社団法⼈、⼀般財
団法⼈）の解散
②合併解散
③破産⼿続開始
④株式会社等以外の解散
※①④は、連結⼦法⼈を除く。

↓残余財産確定の⽇に関するシステム登録処理については、再度確認
させていただきます。

＜ご確認事項＞
○ 残余財産確定の⽇は、申告書から判別するため、申告画⾯で登録
する運⽤の⽅が画⾯遷移は少なくなると想定。基本情報で管理する運
⽤と、どちらが望ましいか。
○ 残余財産確定の⽇を基本情報で管理する場合は、画⾯の構成とし
て、基本情報登録（事業年度も⾃動変更）→課税登録という処理フ
ローで良いか。eLTAX取込の場合は⼀度エラーとすべきか。
○ 清算結了⽇を管理しない場合、申告書上に残余財産確定の⽇が記
載されておらず、登記事項で清算結了⽇を確認できた場合、残余財産
確定の⽇に当該異動⽇を⼊⼒する運⽤になるか。

1.1.14. 事業年度異動
以下の異動処理については、法⼈税法第14条の規定に基づくみなし事
業年度が課税台帳に⾃動で反映されること。⼿⼊⼒による事業年度の
修正もできること。

■株式会社等の解散（連結⼦法⼈を除く）
・事業年度開始の⽇〜解散の⽇までで事業年度を⾃動計算
・清算事業年度については、解散⽇の翌⽇〜その事業年度終了の⽇
まで（1年間）で⾃動計算

■合併解散
・事業年度開始の⽇〜合併⽇の前⽇
※合併⽇の前⽇の属する事業年度以降は申告書・プレ申告データが作
成されないこと。

■株式会社等以外の解散（連結⼦法⼈を除く）、株式会社等の破
産
・事業年度開始の⽇〜解散（⼜は破産⼿続開始）の⽇までで事業年
度を⾃動計算
・清算事業年度については、解散⽇の翌⽇〜その事業年度終了の⽇
まで（定款上の事業年度末⽇）で⾃動計算

※その他のみなし事業年度はオプションとする。

4310 1.1.15. 事業年度異動

法⼈税法第14条の規定に基づくみなし事業
年度が課税台帳に⾃動で反映されること。⼿
⼊⼒による事業年度の修正もできること。

事業所によっては年度の途中に事
業年度が変更となることが多々あ
る。現⾏システムにおいては事業
年度⾄に基づき課税年度が決定
されているため、予定申告と確定
申告で事業年度が異なるときに
不具合が⽣じることがある。この現
象については、うまく課税できるよう
考慮されているか︖

0 C︓APPLIC照
会

調定年度の判断をどの項⽬で⾏っているかをAPPLIC税TFへ確認しま
す。

2 0 1 4 保留 ●

APPLICより、以下の回答を受領しました。なお、課税年度という概念は
法⼈住⺠税の業務上、あまり重要ではないと思われるので要件に明記し
ないこととして良いでしょうか。（調定年度が明確になれば問題ない）

○ 調定年度・・・調定を⾏った年⽉⽇の属する⽇
○ 課税年度・・・事業年度⾄で判断⼜は調定年⽉⽇
→K市は予定申告を変更後の事業年度に⼿修正可能

2964 1.1.16. eLTAX連携

eLTAX利⽤届出データ（XML形
式）の⼀括取込による登録機
能。には必ず法⼈番号があるので
しょうか。

2964 2 E︓保留・その
他

eLTAX利⽤届出の取込機能について、共通要件で税⽬横断的に整理
します。

5 0 0 2 保留

共通要件で整理しますが、概ね以下のパターンが想定されます。

○ 利⽤届出の審査時に登録した法⼈管理番号と連携
○ 基幹系システムに登録した納税者IDと連携
○ 基幹系システムに登録した法⼈番号と連携
○ 法⼈名称カナ等をもとに、候補を抽出して⼿で連携

429 1.1.18. 基本情報異動リスト

法⼈基本情報に登録・変更があった異動内容
について、異動リストを作成できること。
異動年⽉を範囲指定して、対象の異動が抽出
できること。

実装を希望 登録・異動内容の確認が容易に
なるため。

429 12 A︓仕様反映

実装してもしなくても良い→実装すべき
機能

法⼈基本情報の異動リストについて、必要とする意⾒が多数ありました。
（現在は「実装してもしなくても良い機能」）
→帳票要件にも別途反映します。 8 1 0 0 保留

帳票要件のWTで再度確認させて頂きます。
なお、G市ご指摘のとおり、システム上の「登録内容」を確認するという観
点で、EUCでも問題ないかを帳票要件で論点化しています。



4250 1.1.2. 法⼈基本情報管理

法⼈台帳を新規作成する際、法⼈管理番号
が⾃動付番されること。

法⼈台帳を新規作成する際、法⼈管理番号
が、⾃動付番か⼿動付番か、選択できるよう、
追加する。

・京都府では、府と25市町村
（京都市を除　く）で、法⼈住
⺠税業務を共同化しており（京
都地⽅税機構）、⾃動付番され
ると、府内複数の市町村に⽀店
がある法⼈は、各市町村で法⼈
管理番号が重複する恐れがある
ため。

・固定資産税など他の税⽬で、法
⼈に、共通宛名の管理番号が既
に付番されている場合、⾃動付番
であると、同⼀法⼈に複数の法⼈
管理番号が付されることになるた
め。

0 E︓保留・その
他

※広域連合などの取扱について、確認中。

4 0 2 1 反映する

法⼈課税業務としては⾃動付番で良いが、税⽬を超えた宛名管理として
は任意付番も可能とする団体もあるのでは、とのご意⾒でした。
以前、APPLIC税TFより、法⼈管理番号は⾃動付番として、登録後に
変更できる機能を設ける（オプション機能）旨の提案がありました。これ
を実装してもしなくても良い機能とします。

※キー情報としての整合性を取る（ユニークになる、桁数を合わせるな
ど）前提で、任意付番の機能を⼊れました。

追加機能 （ともに実装してもしなくても良い機能）
・法⼈基本情報を新規作成する際、法⼈管理番号を⾃動付番か⼿動
付番か選択できること。⼿動付番としたときも、キー情報としての整合性は
保たれること。
・法⼈管理番号を別の番号に変更できること。

1179 1.1.3 法⼈基本情報管理

法⼈番号をもとに登録時に重複チェックができる
こと。重複している場合はアラートを出すこと。

法⼈名称でも重複チェックできること 法⼈番号を登録していない法⼈
もあるため、法⼈名でもチェック機
能が必要

1179 3 A︓仕様反映

【要件修正案】1.1.3.
法⼈基本情報の登録時に、以下で重
複チェックができること。重複している場
合は、該当法⼈を表⽰してアラートを出
し、処理継続もできること。
・法⼈番号
・法⼈格＋法⼈名称カナ

※法⼈格は1.1.1.で「組織区分」と定
義しています。

重複チェックについて、1.1.3.で定義した法⼈番号以外に、法⼈名称で
もできるようにすべき都の意⾒があります。
これを踏まえて、チェック（重複していないか注意喚起するが、処理継続
は可能）機能を以下整理します。実務上はこうすべき、などご意⾒があ
ればお願いいたします。

7 1 0 1 反映する

G市ご提案の法⼈名称、設⽴年⽉⽇を活⽤する⽅法をもとに、要件修
正案を作成しました。ご確認ください。

※登記事項であること、設⽴年⽉⽇により同⼀法⼈が特定しやすいこと
から。

【要件修正案】1.1.3.
法⼈基本情報の登録時に、以下で重複チェックができること。重複してい
る場合は、該当法⼈を表⽰してアラートを出し、処理継続もできること。
・法⼈番号
・組織区分＋法⼈名称（漢字・カタカナ・ひらがな・英数字）＋設⽴年
⽉⽇

※組織区分は1.1.1.で法⼈格を指す情報。

1880 1.1.3 法⼈基本情報管理

法⼈番号の⼊⼒誤りの防⽌のた
め、チェックデジットの数値が異なる
場合、エラーメッセージが表⽰され
ること 1880 3 D︓反映しない

システム上で、法⼈番号のチェックデジットの確認までは不要と考えますが
良いでしょうか。（法⼈番号サイトなどを活⽤可能なため）

4 4 0 0 反映する ●

有益・・・A市、E市、G市、K市
不要・・・C市、H市、I市、J市

半数が必要という意⾒、また法⼈番号の⼊⼒ミスを減らす観点から、「実
装すべき機能」とします。

1.1.3. 法⼈基本情報管理
法⼈番号の登録時に、チェックデジットをもとに確認ができること。誤りがあ
る場合は、エラーとすること。

1539 1.1.5. 法⼈基本情報管理

法⼈区分は、法⼈税法第２条の分類に基づ
いて管理できること。（普通法⼈、協同組合、
⼈格なき社団等、公共法⼈、公益法⼈等）
また、公共法⼈、公益法⼈等は地⽅税法第
296条第1項に掲げられるものとそれ以外に区
別できること。

法⼈区分は、法⼈税法第２条の分類に基づ
いて管理できること。（普通法⼈、協同組合、
⼈格なき社団等、公共法⼈、公益法⼈等）
また、公共法⼈、公益法⼈等は地⽅税法第
296条第1項に掲げられるものとそれ以外に区
別できること。法⼈課税信託の引受けを⾏う個
⼈についても法⼈同様の管理ができること。

法第4条の8第2項に基づいて、
個⼈が法⼈課税信託の引受けを
⾏う場合に法⼈税の申告納付の
義務が⽣じる。それに伴い、個⼈
に法⼈市町村⺠税法⼈税割の
申告納付義務が発⽣するため。

0 A︓仕様反映

【要件修正案】
法⼈区分は、法⼈税法第２条の分類
に基づいて管理できること。（普通法
⼈、協同組合、⼈格なき社団等、公共
法⼈、公益法⼈等）また、公共法⼈、
公益法⼈等は地⽅税法第296条第1
項に掲げられるものとそれ以外に区別で
きること。
法⼈課税信託の引受けを⾏う個⼈につ
いても区別して管理ができること。

左記のとおり、1.1.5.に⾚字部分を追記します。

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。 1.1.5. 法⼈基本情報管理
法⼈区分は、法⼈税法第２条の分類に基づいて管理できること。（普
通法⼈、協同組合、⼈格なき社団等、公共法⼈、公益法⼈等）また、
公共法⼈、公益法⼈等は地⽅税法第296条第1項に掲げられるものと
それ以外に区別できること。
法⼈課税信託の引受けを⾏う個⼈についても区別して管理ができること。

1540 1.1.6.

法⼈区分とは別に、課税区分を登録できるこ
と。課税区分は、「課税／⾮課税／均等割課
税／減免」とする。

法⼈区分とは別に、課税区分を登録できるこ
と。課税区分は、「課税／⾮課税／均等割課
税／法⼈税割課税／減免」とする。

法第4条の8第2項に基づいて、
個⼈が法⼈課税信託の引受けを
⾏う場合に法⼈税の申告納付の
義務が⽣じる。それに伴い、個⼈
に法⼈市町村⺠税法⼈税割の
申告納付義務が発⽣するため。

1540 2 A︓仕様反映

※No.63のとおり。 ※No.63に記載のとおり、法⼈課税信託の対応として「法⼈税割課税」
を追加します。

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。（意⾒No.63で反映）

4641 2.1. 申告書同封資料出⼒項⽬

・法⼈基本台帳登録されている送付先宛名
・バーコード
・発送⽇
・法⼈管理番号
・事業年度
・申告納付期限
・申告区分
・法⼈税割税率
・均等割額に係る法⼈等の区分及び税率
・前事業年度の申告額（法⼈税割額・均等
割額）

明記することにより、納税義務者
の申告書記⼊を円滑にするため。

事業所・税理⼠等からの問合せ
による対応が減少するため。

0 E︓保留・その
他

帳票要件で確認します。

6 0 0 1 保留

帳票要件WTで確認します。
また、K市より「前事業年度の申告額は不要」とご意⾒を頂いている点も
踏まえて検討します。

3354 2.1.10 送付対象管理（⼀括処
理）

申告書・納付書の⼀括作成時に、以下の法⼈
は作成対象外とするかを⼀括設定できること。
・・・(略)・・・

申告書・納付書の⼀括作成時に、以下の法⼈
は作成対象外とするかを⼀括設定できること。
・・・(略)・・・
・普通法⼈以外の法⼈

中間申告の対象は普通法⼈のみ
であるため（法⼈税法第７１
条）

3354 3 A︓仕様反映

【要件修正案】2.1.6.　※意⾒
No.2968反映後
予定申告書の⼀括作成は、以下に該
当する法⼈を⾃動的に対象とできるこ
と。
対象は普通法⼈のみとする。

・ 前事業年度の法⼈税法の規定によっ
て計算した法⼈税額（使途秘匿⾦の
⽀出がある場合の法⼈税額の加算額、
⼟地譲渡税額等及び特別控除取戻
税額を除く。） ÷ 切上⽉数 ×6 >
10万

予定申告書の抽出条件（＝義務がある法⼈）は普通法⼈のみのた
め、要件に明確化します。左記で問題ないかご確認ください。

※要件2.1.6.に追加します。（意⾒No.2968に左記追加）

8 1 0 0 反映する

G市ご指摘の「翌期中間申告の要否」は申告画⾯より登録できる機能を
定義しています。（機能要件2.2.14.）

また、普通法⼈は法⼈税法第2条に規定されている内容であり、医療法
⼈などは含まれます。

【要件修正案】2.1.6.
予定申告書の⼀括作成は、以下に該当する法⼈を⾃動的に対象とでき
ること。
対象は普通法⼈のみとする。

・ 前事業年度の法⼈税法の規定によって計算した法⼈税額（使途秘
匿⾦の⽀出がある場合の法⼈税額の加算額、⼟地譲渡税額等及び特
別控除取戻税額を除く。） ÷ 切上⽉数 ×6 > 10万

3461 2.1.10. 送付対象管理（⼀括処
理）

・eLTAX利⽤法⼈（納付書は⼀括作成の対
象とできること）

・eLTAX利⽤法⼈（納付書は⼀括作成の対
象・対象外を選択できること）

eLTAX利⽤法⼈に納付書を送
付しないため

3461 6 D︓反映しない

【追加要件案】
・申告書（修正申告含む）の⼊⼒時
に、電⼦申告である旨の登録ができるこ
と。eLTAX連携により登録されたデータ
は、⾃動的に電⼦申告の旨が登録され
ること。
・課税状況を照会した際に、電⼦申告
による申告か否かが画⾯上で確認でき
ること。

申告書の送付に関して、電⼦申告義務がある⼤法⼈（事業年度開始
時の資本⾦で判断）の確認はシステム機能として必須ではないと考えま
す。同様に、申告書登録時に⼤法⼈と気づける仕組みを要望する団体
もありますが、システム機能として必須ではないとして反映なしと考えてい
ます。こ問題ないかをご確認ください。

※この要件を充⾜させるために、事業年度開始時点の各法⼈の資本⾦
を格納するテーブルが必要になるため、システムの費⽤対効果が良くない
と想定。

⼀⽅で、電⼦申告による申告か否かは、申告書ごとに登録できて良いと
考えますが、左記の追加要件についてもご確認をお願いいたします。
なお、左記のような機能が実装されている構成員におかれては、実務上
この機能をどういう⽤途で使⽤しているかをご教⽰ください。（利⽤届出
が出された時点でeLTAX利⽤者ということは判別できるが、電⼦申告に
よる申告である旨を確認する⽤途。）

5 4 0 0 要検討 ●

【論点①】電⼦申告の登録機能
・了承いただきましたので右記の要件を追加します。

【論点②】⼤法⼈の判断
・G市からご提案頂いたように「前事業年度の末⽇時点」のデータをもとに
代替する、というものでも良いでしょうか。
・また、⼤法⼈であることを確認したいタイミングは、以下の2パターンで良
いでしょうか。法⼈基本情報の画⾯でも確認する必要がありますか。
　①申告書等の発送時のリスト上の項⽬（EUC含む）
　②申告登録を個別に⾏う際の画⾯上

【論点③】eLTAX法⼈の納付書
・団体意⾒で「納付書は⼀括作成をしない／指定なし（個別登録）を
⼀括で設定できる」について、必要という意⾒があればご教⽰ください。
・仮に必要でない場合は、この（納付書は⼀括作成の対象とできるこ
と）の記載を修正して良いでしょうか。
※個別に納付書の要否を登録できる機能と⽭盾するため。

【論点④】⼀括設定の優先
要件上は、⼀括設定したあとに、法⼈基本情報で個別に要と設定してい
る場合は個別設定が優先、としていますが、⼀括設定の効⼒が薄れるこ
とからこの記述を削除します。問題ないでしょうか。

【追加要件①】
・申告書（修正申告含む）の⼊⼒時に、電⼦申告である旨の登録がで
きること。eLTAX連携により登録されたデータは、⾃動的に電⼦申告の旨
が登録されること。
・課税状況を照会した際に、電⼦申告による申告か否かが画⾯上で確
認できること。

【追加要件②】（要検討）
区分︓実装してもしなくても良い機能
機能︓申告登録時に、特定法⼈であることが画⾯上で判別できること。
株式会社等、公益法⼈等、協同組合等については、「前事業年度の資
本⾦の額」による判定を可とする。

【修正要件③】（要検討）
2.1.10. 送付対象管理（⼀括処理）
〜〜
・eLTAX利⽤法⼈（申告書は発送対象外。納付書は⼀括対象の作
成としない／指定なしを選択可能）

【修正要件④】
2.1.10. 送付対象管理（⼀括処理）
申告書・納付書の⼀括作成時に、以下の法⼈は作成対象外とするかを
⼀括設定できること。
 なお、法⼈基本情報で申告書「要」と個別設定した場合は、個別設定が
 優先されて申告書・納付書⼀括作成の対象となること。



4459 2.1.11 申告書送付先・宛名シール
作成

(実装してもしなくてもよい機能欄）
送付先宛名に対応する宛名シールを作成でき
ること。上記は、⼀括処理・個別処理ともに可
能なこと。

(実装してもしなくてもよい機能欄）
送付先宛名に対応する宛名シールを作成でき
ること。上記は、⼀括処理・個別処理ともに可
能なこと。
書類送付先情報が申告書納付書の所在地情
報と異なる場合に、誤封⼊を防ぐ注意喚起等
が可能な仕組みであること。

機能要件2.1.18〜2.1.20等で
は申告書紙や納付書への出⼒項
⽬に「所在地」とあるが、1.1.1の
法⼈基本情報では「本店所在
地」「市町村内所在地」とは別に
「書類送付先」も管理対象項⽬と
なっている。申告書や納付書に印
字されるのが「所在地」の場合、そ
のまま窓あき封筒を使⽤すると書
類送付先に届かない。⼀⽅で、
申告書や納付書に印字された
「所在地」と宛名シールの「書類発
送先」が異なる場合には誤封⼊の
危険がある。誤送付・誤封⼊を防
⽌する観点から、「書類送付先」
登録の有無によって、注意喚起す
る仕組みも必要と考える。

4459 5 D︓反映しない

共通要件として税⽬横断的な定義を検討します。

7 0 0 0 保留

共通要件では、宛名シールの概要を定めているとのことでしたので、「どうい
う出⼒条件とするか」は帳票WTで確認させて頂きます。

550 2.1.13. 申告書送付対象法⼈抽出

電⼦申告義務のある特定法⼈かを表⽰できる
こと。

地⽅税法第72条の89の2で義
務化された特定法⼈への電⼦申
告義務周知等のため。

これまで紙で申告を提出していた
⼤法⼈や新たに特定法⼈となった
法⼈について、申告書の発送に併
せ電⼦申告義務があることを周知
されることで、ペナルティを受けずに
済む。

申告書発送簿を作成した後、再
度資本⾦を確認し、その法⼈を
⼿作業でチェックしていた作業（1
法⼈につき1分〜2分）が発送簿
等に表⽰されることで不要となる。

0 D︓反映しない

※意⾒No.3461にて記載したとおり、費⽤対効果が⾼くないと想定しま
す。

4 4 0 0 要検討 ●

No.3461で論点化します。

2973 2.1.14. 申告書発送情報管理

発送状態が変更できること。
申告書が発送せずに不要になった場合には不
要と変更でき、返戻が来たら返戻と状態変更が
できること。

現在、申告書の個別出⼒は事業
年度も設定して出⼒する⽅式で
す、そして、事業年度の設定をミス
した場合、状態変更を「不要」に
しています。
返戻が来たら状態を返戻にしてお
り、法⼈からの問い合わせに対応
できるようになっております。

1187 3 D︓反映しない

返戻履歴の管理は、メモ機能で⾏う想定です。（WT内にて議論済）

7 1 0 0 反映しない

WTで検討を⾏って不要としたこと、7団体よりメモで良いとご意⾒を頂いた
こと、I市より税⽬共通的な機能としてあって良い（法⼈単独で不要）と
いうご意⾒をもとに、反映なしと整理しました。

165 2.1.17 申告書・納付書⼀体型様
式発⾏

実装しなくてもよい機能 現在納付書⼀体型申告書を利
⽤しているので実装しなくて良い機
能となった場合どこまで変更になる
のか⼤変不安。

165 16 C︓APPLIC照
会

納付書⼀体型申告書を必須とすべき、という意⾒が多く⾒られます。⼀
度、APPLIC税TFに⼀般的に実装されているかを確認した上で、詳細
は帳票要件で検討します。

4 1 0 3 反映しない ●

APPLIC税TFや、I市ご意⾒のように、将来的に重要性が低下していく機
能であることから、「実装してもしなくても良い」機能とすることが妥当と考え
られます。

4916 2.1.18 予定申告書出⼒項⽬

【実装すべき機能】
〜略〜
【前事業年度⼜は前連結事業年度の法⼈税
割額の明細】
⑨〜⑱

【実装すべき機能】
〜略〜
【前事業年度⼜は前連結事業年度の法⼈税
割額の明細】
⑨〜⑱
・期末現在の資本⾦の額⼜は出資⾦の額
・前期末現在の資本⾦の額及び資本準備
⾦の額の合算額
・前期末現在の資本⾦等の額

予定申告に係る均等割額は前期
末現在の資本⾦等の額を参照す
ることから、申告書上に上記を出
⼒することで法⼈の納付均等割
額の算出根拠を明⽰することがで
きるため。

4916 2 A︓仕様反映

【要件修正案】2.1.18.　予定申告書
出⼒項⽬

・期末現在の資本⾦の額⼜は出資⾦
の額
・前期末現在の資本⾦の額及び資本
準備⾦の額の合算額
・前期末現在の資本⾦等の額

なお、出⼒項⽬は⼀括出⼒時、個別
出⼒時に任意に設定が可能なこと。

以下、ご回答ください。

①左記の、予定申告書に前期「資本⾦」「資本⾦・準備⾦合算額」「資
本⾦等」を出⼒できる修正案について、ご意⾒をお願いいたします。
②予定・確定・均等割申告書、納付書に共通ですが、「出⼒できる項
⽬を選択して設定」できる機能を追加することを想定しています。こうした
機能は運⽤されていますか。また、実務上必要かも合わせてご教⽰くださ
い。

※上記確認した上で、APPLIC税TFへ実現性を確認します。
6 2 0 1 反映する ●

項⽬出⼒機能を定義した上で、出⼒項⽬の切り替えは団体ごとの設定
で⾏えることとします。
なお、当初案にある「⼀括・個別出⼒時」は過剰要件であるため、緩和し
ました。（⼀括作成時に団体ごとに設定出来れば良いため）

※資料1_別紙に機能イメージを添付しています。

＜構成員ご意⾒＞
①前期末「資本⾦」などの出⼒要否
要・・・A市、C市、F市、H市、K市
（確認の⼿間削減、間違いがなくなる）
任意・・・E市、G市、J市、I市
（均等割のみで実務上⾜りる、納税者が申告すべき内容）

②出⼒項⽬の選択
要・・・A市、C市、H市、I市、J市、K市
任意・・・E市、F市、G市

【要件修正】2.1.18.　予定申告書出⼒項⽬

・前期末現在の資本⾦の額⼜は出資⾦の額
・前期末現在の資本⾦の額及び資本準備⾦の額の合算額
・前期末現在の資本⾦等の額

なお、出⼒項⽬は ⼀括出⼒時、個別出⼒時に任意に設定が可能なこ
と。

2975 2.1.18. 予定申告書出⼒項⽬

【予定申告額】
　・①前事業年度⼜は前連結事業年度の法
⼈税割額 (⑱の⾦額)
　・②予定申告税額
　・④この申告により納付すべき法⼈税割額
　・⑤均等割⽉数
　・⑥均等割額
　・⑦この申告により納付すべき市町村⺠税額

【予定申告額】
　・①前事業年度⼜は前連結事業年度の法
⼈税割額 (⑱の⾦額)
　・②予定申告税額

③が決まらないのに④の⾦額が決
まりません。
⑤~⑦についても算定期間中に
閉鎖している法⼈が申告書作成
時までに閉鎖の情報が無い場
合、間違った税額を法⼈に送るこ
とになるため印字をしておりませ
ん。
この間違った税額で納めた場合過
納となるため、連絡し、還付先の
⼝座を聞く、還付の処理など発⽣
します。

出⼒するかどうかの選択でも良い
かと思います。

2975 3 D︓反映しない

予定申告書④〜⑦は、均等割⽉数を出⼒しないことによる納付漏れを
防ぐ意図があるとしてWT内で必須としています。そのため、当該意⾒は
反映しない想定です。
なお、確定申告書・予定申告書・納付書について、出⼒項⽬を選択で
きる機能とする点は別途検討します。

5 2 0 1 反映しない

均等割出⼒はできると良いという意⾒が多いため、反映なしとします。
No.4916のとおり、出⼒を設定できることとします。

＜構成員ご意⾒＞
要・・・C市、F市、G市、H市、I市、J市、K市
不要・・・A市、E市
※税額が異なるケースが考えられるため、出⼒要否は団体判断とすべき
だが、納付漏れを防ぐメリットの⽅が⼤きい。

2977 2.1.18. 予定申告書出⼒項⽬

＜出⼒項⽬＞
・法⼈番号（番号法に定める法⼈番号）

提出元法⼈が知っている13桁の
法⼈番号の印字は必要かと思い
ます。 2977 3 A︓仕様反映

2.1.18.
・法⼈番号

2.1.18. 予定申告書出⼒項⽬に「法⼈番号」を追加します。

9 0 0 0 反映する

了承いただいたため、反映します。 2.1.18. 予定申告書出⼒項⽬　※追加
・法⼈番号（番号法に定める法⼈番号）

4974 2.1.18. 予定申告出⼒項⽬

- 税率改正等による経過措置を考慮した出⼒が
可能であること。

経過措置対応のため

0 B︓要検討

【ご確認事項】
令和元年10⽉１⽇以降最初に開始する事業年度の予定申告税率の
経過措置について、パッケージ機能で対応できたか、その場合の運⽤・機
能の内容をご教⽰ください。
→機能定義に使⽤します。

3 0 0 4 反映する ●

概ね、各構成員ではパッケージ機能による対応を⾏ったと確認しました。
概ね、税率マスタ機能などを活⽤して、以下の対処を実施されたと認識し
ました。右記の要件を追加することで良いか、ご確認ください。

【システム制御の例】
①対象期間︓事業年度⾃が、○年○⽉○⽇以降
②予定税率︓前事業年度の法⼈税割額　×　○.○　÷　前事業年度
の⽉数
③予定申告書には、事業年度で判断した適⽤税率を出⼒

※A市からご意⾒を頂いた適⽤税率に関する説明の補記は、省令様式
を基準とした帳票要件の修正になるため、標準仕様書の機能としては対
象外にしています。

8.3.2. マスタ保守
法⼈税割、均等割の適⽤税率に対する適⽤期間を登録・修正等管理
できること。
均等割ランクの条件設定、均等割税額の設定ができること。

法⼈税割の税率改正に係る経過措置対応ができること。
具体的には、経過措置の対象となる予定申告書の出⼒並びに申告登
録では、事業年度の開始⽇をもとに税率を⾃動判定できること。

2978 2.1.19. 確定申告書出⼒項⽬

＜出⼒項⽬＞
・整理番号
・事務所
・法⼈番号（番号法に定める法⼈番号）

整理番号は発送管理で使⽤する
事務所については分割か⾮分割
かの判断をしています。
提出元法⼈が知っている13桁の
法⼈番号の印字は必要かと思い
ます。

1223 13 A︓仕様反映

2.1.19.
・法⼈番号

2.1.19. 確定申告書出⼒項⽬に「法⼈番号」を追加します。

9 0 0 0 反映する

了承いただいたため、反映します。 2.1.19. 確定申告書出⼒項⽬　※追加
・法⼈番号（番号法に定める法⼈番号）



217 2.1.20 納付書出⼒項⽬

（出⼒項⽬）・対応⾦融機関⼀覧 「どこで払えるか」という質問がしば
しば寄せられるため。

217 3 A︓仕様反映

【追加項⽬（案）】
・法⼈番号（番号法に定める法⼈番
号）
・市町村コード（納付書上部）
・都道府県、市町村名（納付書上
部）
・⼝座番号
・加⼊者（会計管理者）
・指定⾦融機関名
・取りまとめ局
・消込⽤バーコード　※No.5608の意
⾒など

（参考︓現在の2.1.20.の記載）
・法⼈管理番号、法⼈名、所在地、年
度、事業年度、申告区分、納期限

2.1.20,の納付書出⼒項⽬について、現在定義されている項⽬に加え
て、左記は出⼒して良いと考えます。ご意⾒のほどよろしくお願いいたしま
す。

7 2 0 0 反映する ●

プレプリント可とされたものについては、デザイン⽤紙を購⼊する必要があり
ます。納付書のコスト削減のために⽩紙の汎⽤紙を購⼊するケースも多い
ため、標準仕様上はシステム出⼒と考えます（ただし、通知書タイトルと
同じように、固定⽂字列）。

⼀⽅で、OCR⽤紙などを購⼊する際は必要ない項⽬であることから、要
件として分かるようにします。

なお、「対応⾦融機関⼀覧」については、納付書への印字は必須ではな
いことから、申告案内⽤紙に⼊⼒できるようにするなど、対応⽅針を改め
て検討します。
※収納消込バーコードは収滞納管理WTでも特段要望がないとのこと
で、対象外に変更しました。

2.1.20. 納付書出⼒項⽬
要件修正案（追加︓実装すべき機能）

＜プレプリント可＞（OCRの場合）
・市町村コード（納付書上部）
・都道府県、市町村名（納付書上部）
・⼝座番号
・加⼊者（会計管理者）
・指定⾦融機関名
・取りまとめ局

4089 2.1.20 納付書出⼒項⽬

納付書に、以下を出⼒できること。ブランク発⾏
（フォームのみ）、法⼈名・所在地・法⼈管理
番号のみの発⾏もできること。

＜出⼒項⽬＞
・法⼈管理番号
・法⼈名
・所在地
・年度
・事業年度
・申告区分
・納期限

＜出⼒項⽬＞
・法⼈税割額
・均等割額
・合計額　の3項⽬による納付⾦額の出⼒もで
きること。既調定額の反映および⾦額の修正・
⾃由⼊⼒ができること。

税額記載済みの納付書の送付
依頼も多いため、対応できるように
したい。

4089 2 C︓APPLIC照
会

APPLIC税TFにシステム仕様を確認します。

5 0 0 2 反映する ●

APPLIC税TFの回答より、予定申告、更正決定に関して、概ね各社税
額の印字が可能でした。

【論点①】
予定申告については、均等割を出⼒しないこともあるため、税額の出⼒は
任意設定項⽬としています。

【論点②】
納付書個別の発⾏時に、税額を任意に修正して出⼒する機能は、各社
対応可能なものの、実務上必須とは⾔えないとのご意⾒があるため、「実
装してもしなくても良い」機能としています。

■追加要件①　（実装すべき）
2.1.20. 納付書出⼒項⽬
予定申告の場合は以下を出⼒するか任意に設定できること。
・法⼈税割額
・均等割額
・合計額

■追加要件②　新規要件（実装してもしなくても良い）
納付書を個別に発⾏する際、出⼒する税額を任意に修正できること。
（備考︓納付書発⾏に関する法⼈からの要望への対応）

1184 2.1.3 申告書、納付書作成（⼀
括処理）

指定した決算年⽉の法⼈を対象に、申告区分
別に以下の条件で出⼒順を制御できること。
申告書と納付書は、同⼀の順序で印刷できる
こと。

【選択可能な出⼒順】
・法⼈管理番号順
・単独／分割法⼈順（延⻑の場合は延⻑有
無を組み合わせる）に法⼈管理番号順
・区内特別郵便の出⼒対応（住所順での出
⼒）

税理⼠別での出⼒対応は必要 税理⼠宛てに送付する場合があ
るため

1184 25 B︓要検討

税理⼠マスタでの管理及び、マスタを前提とした各業務について、実装す
べきという意⾒が多かったため、再度検討項⽬とします。事前にAPPLIC
税TFに確認したところ、右記のとおりマスタ管理するシステムが⼤半でし
た。
これを踏まえて、以下ご確認ください。

【ご確認事項】
①税理⼠のマスタ管理は実務上必要か（理由も合わせて）
②（①で不要の場合）仮にマスタ登録となる仕様でも⽀障は無いか
（⽀障がある場合は理由もご記載ください）

※マスタを前提としたパッケージシステムが多く、意⾒としても多いため、必
須でないにしろ運⽤上⽀障がないということであれば、データ移⾏の観点
からマスタ登録を前提とした仕様を検討します。
※マスタ登録の場合は、マスタに登録がない税理⼠は⼀度マスタメンテし
てから登録します。
※マスタ登録をすれば、関与税理⼠をキーに顧問先の法⼈が確認でき
ます。

5 1 0 1 反映する

実務上は、必須でない団体も多いですが、以下の理由からマスタ登録と
する機能を必須化します。

○ 多くのパッケージシステムで実装されており、これを前提に税理⼠との運
⽤を確⽴している団体が存在する
○ データ移⾏に影響するというAPPLIC税TF意⾒
○ 税理⼠情報の管理⾃体が必須でない団体も多く、マスタ管理機能に
なったとしても実務上⼤きな⽀障がない

＜構成員ご意⾒＞
必須・・・A市、C市
⽀障なし・・・E市、H市、I市、J市、K市
⽀障あり・・・G市

※なお、⼀部ベンダで、税理⼠番号から登録する仕組みと伺っています
が、G市ご指摘のように特定出来ない場合があるため、名称・所在地検
索を必須としました。

1.1.7.
「実装すべき機能」に変更
税理⼠情報はマスタ管理を⾏い、マスタ情報と連動して関与税理⼠情
報が登録できること。
税理⼠は、名称・所在地での検索による登録もできること。

2966 2.1.3. 申告書、納付書作成（⼀
括処理）

・区内特別郵便の出⼒対応（住所順での出
⼒）に単独／分割法⼈順（延⻑の場合は延
⻑有無を組み合わせる）

郵便料⾦の関係と分割基準の明
細を対象法⼈のみに挿⼊している
関係上、区内、区外＋単独/分
割法⼈の組み合わせ出⼒が出来
ないでしょうか。
それが無いと今より業務量が増え
そうです。

2966 8 B︓要検討

【要件修正案】
■2.1.3. 申告書・納付書作成（⼀
括処理）
①法⼈管理番号順
②単独／分割法⼈順（延⻑の場合は
延⻑有無を組み合わせる）に法⼈管
理番号順
③区内特別郵便の出⼒対応（郵便
番号 住所順での出⼒）

現在の記載に、③区内特区対応を”郵便番号順”に変更します。左記
修正案で良いかご確認ください。

※単独・分割など複数条件を組み合わせる要望がありますが、申告書・
納付書送付はペーパーレス化・eLTAX・共通納税の流れから徐々にニー
ズとして減ることが想定されるため、あまり複雑な条件で開発コストに影
響させる必要はないと考えます。（組合せによる条件設定機能は反映
しない）

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。 ■2.1.3. 申告書・納付書作成（⼀括処理）
①法⼈管理番号順
②単独／分割法⼈順（延⻑の場合は延⻑有無を組み合わせる）に法
⼈管理番号順
③区内特別郵便の出⼒対応（郵便番号 住所順での出⼒）

2968 2.1.6. 送付対象管理（⼀括処
理）

予定申告書の⼀括作成は、前事業年度の法
⼈税額が20万円を超える法⼈を⾃動的に対
象とできること。

予定申告書の⼀括作成は、前事業年度の法
⼈税額が20万円を超える法⼈を⾃動的に対
象とできること。
（別表にデータがある場合、別表のデータ
も考慮すること）

法⼈税法のきていによって計算し
た法⼈税額がマイナスで試験研
究費が⼤幅にプラスの場合の対
応

4357 6 B︓要検討

【要件修正案】2.1.6.
予定申告書の⼀括作成は、 前事業年
 度の法⼈税額が20万円を超える　以
下に該当する法⼈を⾃動的に対象とで
きること。

・前事業年度の法⼈税法の規定によっ
て計算した法⼈税額（使途秘匿⾦の
⽀出がある場合の法⼈税額の加算
額、⼟地譲渡税額等及び特別控除取
戻税額を除く。） ÷ 切上⽉数 ×6 >
10万

予定申告作成対象＝申告義務のある法⼈の抽出条件について、シス
テム上判定できる項⽬を含めて以下で考えております。これについて問題
ないかをご確認ください。
（当該意⾒にあるような別表データの考慮までは想定していません）

（判定基準案）
・ 前事業年度の法⼈税法の規定によって計算した法⼈税額（使途秘
匿⾦の⽀出がある場合の法⼈税額の加算額、⼟地譲渡税額等及び
特別控除取戻税額を除く。） ÷ 切上⽉数 ×6 > 10万

※課税標準額通知の記載「差引所得に対する法⼈税額」（法⼈税別
表1⑭）は、予定申告の発送や申告期限に間に合わない可能性があ
るため、システム上の判定基準は上記としています。

9 0 0 0 反映する ●

予定申告の義務のある法⼈について、概ね了承いただきました。
最終的な対象は、No.3354の議論も踏まえて最終化します。

グループ通算制度について、今後の法改正については、別途要件を検討
します。

2.1.6. 送付対象管理（⼀括処理）
予定申告書の⼀括作成は、 前事業年度の法⼈税額が20万円を超える
以下に該当する法⼈を⾃動的に対象とできること。

・前事業年度の法⼈税法の規定によって計算した法⼈税額（使途秘匿
⾦の⽀出がある場合の法⼈税額の加算額、⼟地譲渡税額等及び特別
控除取戻税額を除く。） ÷ 前事業年度の⽉数（端数切上） ×6 >
10万

1056 2.1.9. 送付対象管理（⼀括処
理）

「中間申告書の送付が必要な法⼈を管理でき
ること。中間申告書「要」と登録された法⼈は予
定申告書⼀括作成の対象外となること。また、
リスト等で発送⽉別に抽出できること。」が実装
してもしなくても良い機能とされている。

左記について実装する機能としていただきたい。 現状、中間申告書の送付が必要
な法⼈をシステムで管理しており、
申告書、納付書を⼀括で作成す
ることにより時間短縮を図っている
ため。年間20件＊5分＊1⼈＝
100分の短縮

1056 25 B︓要検討

中間申告書の作成（⼀括・個別の両⽅）を「実装すべき機能」である
として意⾒が多く来ています。これに関して再度「実装すべき」「実装して
もしなくても良い」について、理由も合わせてご意⾒をください。

【ご確認事項】
・中間申告書の作成機能は「実装すべき」か、「実装してもしなくても良
い」か。その理由。

5 1 0 2 反映する

意⾒が半数で割れております。
毎年のように中間申告を⾏う法⼈もいるものの、⾏政が指定する内容で
はなく法⼈の意思によるものであり、件数も限られるため、⼀括発⾏は共
通で開発すべき機能ではないと整理します。
「実装してもしなくても良い機能」とした上で、G市の意⾒のように、個別発
⾏への対応についても同様の考えです。

＜構成員ご回答＞
実装すべき・・・A市、H市、I市、J市
実装してもしなくても良い・・・C市、E市、Ｇ市、Ｋ市

2.1.9. 送付対象管理（⼀括処理）
→修正なし。（実装してもしなくても良い）

5508 2.2.1 申告書登録基本

実装してもしなくても良い機能
以下の申告書管理については、オプション機能
とする。
＜対象申告書＞
・清算予納申告
・修正清算予納申告
・清算確定申告
・修正清算確定申告

実装すべき機能
以下の申告書管理については、標準機能とす
る。
＜対象申告書＞のうち
・清算予納申告
・修正清算予納申告
・清算確定申告
・修正清算確定申告

左記申告は、通常起こり得る申
告であり、オプションではなく標準と
することが望ましいため。

5508 6 C︓APPLIC照
会

※APPLIC税TFに実装状況を確認します。

4 1 0 2 反映しない ●

APPLIC税TFより、全社が実装している申告書ということが確認できまし
た。
ただし、I市ご意⾒のように、今後の標準準拠システムとして必須ではない
と想定されるため、要件への反映はなし（実装してもしなくても良い機
能）とします。

※修正なし

1474 2.2.2 重複管理

申告情報の登録時に、同法⼈・同事業年度・
同申告区分が⼊⼒されている場合は重複申告
のチェックができ、⼊⼒できないこと。（修正申
告・更正処理を除く）

みなす申告・予定申告・中間申告の重複申告
のチェックができ、⼊⼒できないこと。

地⽅税法第５３条等。中間申
告は重複しない。

1474 6 A︓仕様反映

【修正要件案】
申告情報の登録時に、同法⼈・同事業
年度・同申告区分が⼊⼒されている場
合は重複申告のチェックができ、⼊⼒で
きないこと。（修正申告・更正処理を除
く）
みなす申告・予定申告・中間申告につ
いては同⼀申告区分として重複申告の
チェックができ、⼊⼒できないこと。

2.2.2.（重複管理）に、当該意⾒を左記のとおり要件に反映します。
問題ないかご確認ください。

（想定運⽤）
　・確定申告があるが、確定申告を⼊⼒する（eLTAX・パンチデータの
取込を含む）
　・予定・中間・みなす申告の登録後に、予定・中間・みなす申告の登
録を⾏おうとする。

9 0 0 0 反映する

了承いただいたため、反映します。 2.2.2. 重複管理
申告情報の登録時に、同法⼈・同事業年度・同申告区分が⼊⼒されて
いる場合は重複申告のチェックができ、⼊⼒できないこと。（修正申告・
更正処理を除く）
みなす申告・予定申告・中間申告については同⼀申告区分として重複
申告のチェックができ、⼊⼒できないこと。



126 2.2.3 訂正・削除

申告書⼊⼒後も、未調定であれば申告書の
訂正⼊⼒（同⼀申告区分で前⼊⼒内容の修
正）、削除ができること。

調定済みの場合も、確認メッセージを表⽰する
などして注意を促した上で、訂正を許可するも
のとして頂きたいです。

運⽤上、調定後に寄附内訳など
の情報の訂正が考えられるため。

126 21 B︓要検討

調定後の申告について、⼀部項⽬は修正できるようにすべきとの意⾒が
複数⾒られます。以下の要件を追加することの是⾮、それに付随した質
問へのご回答をお願いいたします。

【追加要件案】
・調定済の申告課税情報についても、調定額に影響がない項⽬について
は修正登録が可能なこと。

【要件へのご質問】
①上記要件への是⾮等、ご意⾒をお願いいたします。
②この要件について、以下をご教⽰ください。
　ア．現在のシステムで実装されている項⽬
　イ．修正できた⽅が良い項⽬
　ウ．（修正申告⽇など）延滞⾦に影響する項⽬が変更できる場合の
収納連携⽅法

※調定額に影響がない項⽬の例として、以下のようなものが考えられま
す。
・申告期限の延⻑⽉数、申告⽇、特定寄附⾦額、特定寄附⾦件数、
翌期中間申告の要否　など

6 1 1 0 要検討

構成員からは、調定に影響がない場合は修正できる⽅が良いという意⾒
がありました。また、No.4312でAPPLICより柔軟性を持たせるために調
定前後で申告の修正に関して制御していないケースが多い、という意⾒を
受領しています。
→修正に特段の制御を⾏わない場合、「調定額に影響がない」という点
を限定する必要が無くなりますので、No.4312と合わせて確認します。

＜構成員ご意⾒の集約＞※変更可能な項⽬
①申告期限の延⻑⽉数・・・A,C,H,I,K
②申告⽇・・・A,C,E,H,I,K　③調定年⽉・・・H　④分割区分・・・C
⑤翌期中間申告の要否・・・A,K　⑥資本⾦（準備⾦・等）・・・C
⑦全従業者数・・・C　　⑧当該従業者数・・・C
⑨税率適⽤従業者数・・・C,K　　⑩均等割号数・・・A
⑪申告納期限・・・A　⑫延⻑申告期限（監査延⻑）・・・A
⑬外国税額控除の但し書きの適⽤有無・・・A
⑭外国税額控除の法⼈税の限度額・・・A
⑮更正決定通知⽇・・・A
⑯法⼈税の更正決定⽇・・・A,E,K
⑰法⼈税の修正申告⽇・・・A,E,K
⑱更正の請求⽇・・・A
⑲特定寄附⾦額・・・I,K　　⑳特定寄附⾦件数・・・I,K
㉑電⼦申告か否か・・・I
㉒⾒込納付額・・・K　　㉓法⼈税額・・・K

4312 2.2.3. 訂正・削除

申告書⼊⼒後も、未調定であれば申告書の
訂正⼊⼒（同⼀申告区分で前⼊⼒内容の修
正）、削除ができること。

申告書⼊⼒済みで未調定とはど
の状態か︖未調定＝収納連携
前という解釈でよいか。
調定済となるのは、申告書⼊⼒
後からどれくらいを想定しているの
か︖

0 B︓要検討

【要件修正案︓APPLIC意⾒】
＜実装すべき機能＞
申告書⼊⼒後も、 未調定であれば訂
正⼊⼒（同⼀申告区分で前⼊⼒内
容の修正）、削除ができること。
＜実装してもしなくても良い機能＞
過去の調定年⽉分については訂正⼊
⼒できないこと。

本意⾒に関連して、APPLIC税TFより左記の修正意⾒が来ています。
左記の要件修正案でも問題ないでしょうか。

なお、＜実装してもしなくても良い機能＞と提案された過去調定年⽉の
申告の訂正については、実装しない場合にいつでも申告が変更できる可
能性があるため”実装すべき機能”とも考えられます。
こちらについても、ご意⾒をお願いいたします。

7 0 2 0 反映する ●

基本的な考え⽅として、以下があることを承知しました。APPLIC意⾒を
受け⼊れて、要件を修正します。
また、過去の調定年⽉分の訂正の制限に係るオプション機能は、標準仕
様に定義してもシステム機能にあまり影響がないため削除しました。

なお、APPLIC税TFより、修正できるのは各事業年度の最新申告のみで
ある点ご指摘を頂いているため、補記します。

＜構成員意⾒＞
○ 調定済の申告は訂正すべきでない・・・I市、K市
○ 過去の調定年度については訂正すべきでない・・・A市
○ 過去の調定年度についても訂正できる⽅が良い・・・E市
○ 団体によって運⽤が異なる・・・G市

※APPLIC税TFより、収納済の調定は修正不可とする制御を⾏っている
とご意⾒をいただきました。No.4644で、納付後の訂正削除は不可とす
る旨の追加要件を定義しています。

2.2.3. 訂正・削除
＜実装すべき機能＞
各事業年度の最新の申告情報について、 申告書⼊⼒後も、未調定であ
 れば訂正⼊⼒（ 同⼀申告区分で前⼊⼒内容の修正）、削除ができる
こと。

 ＜実装してもしなくても良い機能＞
 過去の調定年⽉分については訂正⼊⼒できないこと。

4644 2.2.4 訂正・削除

①調定後、申告の取消・削除する時、申告の
内容のみとすること。
〈①が不可の場合〉
②収納履歴がある場合、エラー表⽰した上で
削除すること。

課税担当と収納担当が異なり、
連携が必要なため。

0 E︓保留・その
他

収納管理WTに確認します。
なお、現時点では期限内申告であれば通常の申告取消→再登録で問
題なく、期限後であれば修正申告⼜は更正となるため、あまり機能として
の重要性は⾼くないと考えております。

※運⽤上、機能の必要性などご意⾒があればお願いいたします。

4 1 1 1 反映する ●

調定後の訂正処理について、できる必要があるか否かで意⾒が割れてい
ます。APPLIC税TFより、納付額の有無により制御を掛けるシステムもあ
れば、そうでないシステムもあるとのご意⾒をいただきました。

No.4312でA市などからもご意⾒を頂いているとおり、決算確定済の過
去の会計年度の調定の場合は、訂正・削除ができないことが望ましいと考
えられます。
そのため、整理としては、
○ 現年度の調定分は、過去調定年⽉でも訂正・削除が可能
○ 過年度の調定分は、訂正・削除を不可
としました。

なお、これらは調定額に影響がある、なしに関係なく修正できるシステムが
多いようです。
したがって、「調定に影響がある〜」の記載はしておりません。

2.2.4. 要件追加
＜実装すべき機能＞
過年度調定分に係る申告情報は訂正・削除できないよう制御すること。

＜実装してもしなくても良い機能＞
調定の訂正・削除について、当該調定に対する納付がある場合はエラー
とする仕組みを有すること。収納管理にて、納付額の取消があった場合に
訂正可能とすること。

4313 2.2.4. 訂正・削除

調定後でも、申告の取消・削除ができること。そ
の場合、減額調定を⾏うなどして調定の整合
性が保てること。

現⾏システムにおいて、過年度調
定で微細な修正を⾏いたい時で
も出納閉鎖以後はそれは叶わず
現年課税で新しく課税しなおし、
過年度で収納済み税も充当処
理をすることがある。当然現年の
調定や収納額にも影響が出る。
過年度の修正はもっと柔軟にでき
ないものか︖
「減額調定を⾏うなど」の「など」
は、具体的に何を⽰すか︖収納
引継ぎ済の調定を削除することも
可能なのか︖削除した場合の調
定への影響はどうなるのか︖

0 B︓要検討

【要件修正案】
■2.2.4. 訂正・削除
調定後でも、申告の取消・削除ができる
こと。その場合、調定の訂正・削除など
で　 減額調定を⾏うなどして調定の整合
性が保てること。

期限内申告には減額調定ではなく、訂正・削除というAPPLIC意⾒を受
けて、左記のとおり要件を修正します。

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。
なお、No.4644で調定済か否かについて議論した結果を別途反映しま
す。

※No.4644に影響されます。

■2.2.4. 訂正・削除
申告の訂正⼊⼒ 取消・削除ができること。その場合、調定の訂正・削除
などで　 減額調定を⾏うなどして調定の整合性が保てること。

3362 2.2.8. 申告書⼊⼒（共通）

事業年度開始、終了を⼿動での変更ができる
こと。

必ずしも法⼈基本情報が最新の
情報とは限らないため。申告書に
より、法⼈異動情報が判明する
場合もあるため。 2986 2 D︓反映しない

申告書にて事業年度の変更が判明した場合にも、事実確認の上で法
⼈基本情報を修正してから課税登録する運⽤を想定します。
本意⾒のように申告登録にて事業年度を変更できる機能要件は想定し
ませんが、問題ないかをご確認ください。 8 0 0 0 反映しない

申告書の情報をもとに、事業年度を更新すべきではない、という意⾒で⼀
致していることを確認しました。
要件の反映はなしとします。（必要があれば、法⼈基本情報を更新する
こと）

613 2.2.9 申告⼊⼒（共通）

法定納期限、申告期限の延⻑を加味した申
告期限を⾃動計算できること。

任意で⼊⼒できるようにお願いしたい。 カレンダー機能をシステムに設定す
ると、担当者の負担が増える（毎
年、確認及び登録作業が必⽤と
なる）

613 10 D︓反映しない

法定納期限、期限延⻑後の申告期限は、⾃動計算できる内容である
ことから、当該意⾒のような任意⼊⼒の機能は必要ないと考えます。

8 0 0 0 反映しない ●

当該意⾒については反映なしとします。
なお、G市、I市の意⾒（災害延⻑）に関連して、APPLIC税TFより、
右記の修正意⾒が来ていることから、当該要件を反映します。

2.2.14. (要件修正)

申告延⻑の有無・期間を登録することで、法⼈基本情報に反映されるこ
と。
監査延⻑法⼈の申告期限延⻑の有無とは区別して、災害等による申告
延⻑の有無・期間（延⻑後の申告期限）を登録できること。災害による
延⻑については、法⼈基本情報には反映されないこと。（翌事業年度の
申告時に継続しないため）

2987 2.2.12. 申告⼊⼒（共通）

法⼈基本情報で管理する資本⾦、従業者数
を参照して申告書⼊⼒を⾏えること。資本⾦等
の額⼜は資本⾦、資本準備⾦の合算額若しく
は出資⾦と市町村内の従業員数から、均等割
の号数判定を⾃動で⾏い、申告⼊⼒の税額
チェックができること。均等割号数は⼿動でも変
更できること。

法⼈基本情報で管理する資本⾦、従業者数
を参照して申告書⼊⼒を⾏えること。資本⾦等
の額⼜は資本⾦、資本準備⾦の合算額若しく
は出資⾦と市町村内の従業員数から、均等割
の号数判定を⾃動で⾏い、⾃動計算・⼊⼒
できるとともに申告⼊⼒の税額チェックができ
ること。均等割号数は⼿動でも変更できる
こと。

基本は登録している情報や⼊⼒
した値から⾃動計算したうえで補
完⼊⼒。⼿動で値を直した場合
はその直した値で⾃動計算、補完
⼊⼒してほしいです。

0 A︓仕様反映

【要件修正案】
法⼈基本情報で管理する資本⾦、従
業者数を参照して申告書⼊⼒を⾏える
こと。資本⾦等の額⼜は資本⾦、資本
準備⾦の合算額若しくは出資⾦と市町
村内の従業員数から、均等割の号数
判定を⾃動で⾏い、⾃動計算・⼊⼒
できるとともに申告⼊⼒の税額チェッ
クができること。均等割号数は⼿動
でも変更できること。

本機能の前提として、⾚字部分を追記します。

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。 2.2.12. 申告⼊⼒（共通）
法⼈基本情報で管理する資本⾦、従業者数を参照して申告書⼊⼒を
⾏えること。資本⾦等の額⼜は資本⾦、資本準備⾦の合算額若しくは
出資⾦と市町村内の従業員数から、均等割の号数判定を⾃動で⾏い、
⾃動計算・⼊⼒できるとともに申告⼊⼒の税額チェックができること。
均等割号数は⼿動でも変更できること。



287 2.2.13 申告⼊⼒（共通）

最新事業年度の申告書を⼊⼒することで、従
業者数、その他申告書に記載のある項⽬が法
⼈基本情報に反映されること。資本⾦・資本⾦
等の額は法⼈基本情報に上書きされないこと。

最新事業年度の申告書を⼊⼒することで、従
業者数、その他申告書に記載のある項⽬が法
⼈基本情報に反映されること。

最新の申告情報で資本⾦額が
修正されている場合、基本情報
へも更新したいケース（申告書に
記載の資本⾦・資本⾦等の額を
正とする場合）もあり得るので、
項⽬修正機能は必要と考えま
す。

287 36 B︓要検討

【要件修正案】
最新事業年度の確定申告書の⼊⼒に
合わせて、以下の項⽬を法⼈基本情報
に反映するかどうかを選択できること。

・全従業者数（㉒）
・当該団体従業者数（㉓）
・税率適⽤従業者数（㉔）
・均等割号数
・単独・分割区分（単独法⼈／本市
本店／他市本店）
・資本⾦
・資本⾦等
・資本⾦・資本準備⾦等の額
・申告期限の延⻑
・翌期中間申告の要否

申告⼊⼒⇒法⼈基本情報の上書きについて、WT内では従業者数など
は上書きされ、資本⾦・資本⾦等は上書きされない⽅が良いという意⾒
がありました。⼀⽅で、意⾒照会では上書きされて欲しいという意⾒が多
数あったため、以下の項⽬が「確定申告」⼊⼒に合わせて、法⼈基本情
報へ反映するかを「選択」できる機能を定義する想定です。これに関して
以下ご確認ください。

【ご確認事項】
①左記の要件修正案で良いか　※項⽬の過不⾜があるか。なお、
APPLIC税TFでは右記のような仕様があるようです。
②「選択できる」について、どのように選択するかの⽅式は限定する必要
は無いか
（例．設定したら⼀律で更新される⼜はされない、申告書毎に更新す
るかを選択できる、更新するのはA項⽬のみでB項⽬は申告ごとに更新
要否が登録できる）※パッケージにより、仕様が異なります。業務上、特
に限定する必要が無ければ、以下の要件修正案のとおり⽅式は問わな
いこととします。
※なお、APPLIC税TF意⾒にあるような、事業年度・法⼈区分などの主
要な法⼈基本情報の上書きは想定していません。

7 1 0 1 反映する ●

概ね了承をいただいたため、反映します。

また、登録⽅式を限定する必要はないという複数のご意⾒を採⽤しつつ、
システム導⼊時の確認観点として、K市の「担当者間でのバラつきを防ぐ
ため⼀律設定が望ましい」という点をオプション機能に定義します。

また、I市ご意⾒をもとに、「法⼈基本情報と異なる場合に注意喚起がで
きる」機能を実装してもしなくても良い機能として追加します。

※申告期限の延⻑、翌期中間申告の要否は、2.2.14.の要件に規定
されており、台帳反映は必ずすべき（災害延⻑除く）と考えられますの
で、この項⽬からは削除しました。

2.2.13. 申告⼊⼒（共通）
最新事業年度の確定申告書の⼊⼒に合わせて、以下の項⽬を法⼈基
本情報に反映するかどうかを選択できること。

・全従業者数（㉒）
・当該団体従業者数（㉓）
・税率適⽤従業者数（㉔）
・均等割号数
・単独・分割区分（単独法⼈／本市本店／他市本店）
・資本⾦
・資本⾦等
・資本⾦及び資本準備⾦の額の合算額
 ・申告期限の延⻑　※2.2.14.に記載があるため削除
 ・翌期中間申告の要否　※2.2.14.に記載があるため削除

2.2.13. 申告⼊⼒（共通）
「実装してもしなくても良い機能」で新規追加
・法⼈基本情報への反映は、全確定申告に対する⼀律の設定とできるこ
と。
・法⼈基本情報と異なる場合は、登録時に注意喚起を⾏う、帳票出⼒
を⾏うなど、法⼈基本情報を更新したことを確認できる仕組みを有するこ
と。

6587 2.2.13. 申告書⼊⼒（共通）につ
いて

実装すべき機能
「最新事業年度の申告書を⼊⼒することで、従
業者数、その他申告書に記載のある項⽬が法
⼈基本情報に反映されること。」

申告書の「事業年度」については、反映させるか
どうかをメッセージ等の確認により選択できるよう
にする。

現⾏システムでは、本来の事業年
度と異なる期間（年の途中での
⽀店閉鎖があった場合等）で台
帳へ反映されてしまうと、課税状
況調等の調査のためのデータ抽出
に不具合が⽣じ、正しくデータ抽
出ができない事象が発⽣した。
そこで、法⼈基本情報に反映させ
るかどうかをメッセージ等の確認に
より選択できるようにできるとよい。

287 36 D︓反映しない

当該意⾒のような、申告書登録を起因として事業年度を変更するシス
テムは想定していません。
念のためAPPLIC税TFへ照会します。

8 0 0 0 反映する ●

APPLIC税TFに確認したところ、反映可能なシステムが3/7社ありました
が、その運⽤ケースは明確ではありませんでした。
⼀⽅で、構成員は「反映すべきでない」という意⾒で⼀致しており、その理
由も明確にあります。

【論点】
申告書に記載された事業年度と法⼈基本情報の事業年度が異なる場
合には、⼀旦法⼈基本情報の確認⼜は修正の上で、申告⼊⼒処理を
⾏うべきであると考えるため、本要件は「実装しない機能」として整理する
ことが妥当と考えますが、上記の整理でよろしいでしょうか。

※残余財産確定の⽇までの事業年度の申告に関しては、別途検討を要
します。

■実装”しない”機能（実装不可）
・最新事業年度の申告登録時に、事業年度を任意に変更できる機能。
また、申告登録時に変更した事業年度を、法⼈基本情報へ反映できる
機能。

※残余財産確定事業年度に係る確定申告書は別途検討

2989 2.2.15. 申告⼊⼒（共通）

均等割の⽉割計算に関して、みなし事業年度
の適⽤、事業年度途中の事務所開設・廃⽌に
より12か⽉に満たない場合は、法⼈基本情報
の登録内容から⽉割計算が⾃動でできること。

均等割の⽉割計算に関して、みなし事業年度
の適⽤、事業年度途中の事務所開設・廃⽌に
より12か⽉に満たない場合は、法⼈基本情報
の登録内容から⽉割計算が⾃動ででき、設定
されること。
また、⼿動で⽉数を変更した場合、再計算
され、⾃動で設定されること。

基本は登録している情報や⼊⼒
した値から⾃動計算したうえで補
完⼊⼒。⼿動で値を直した場合
はその直した値で⾃動計算、補完
⼊⼒してほしいです。

2989 4 A︓仕様反映

【要件修正案】
均等割の⽉割計算に関して、みなし事
業年度の適⽤、事業年度途中の事務
所開設・廃⽌により12か⽉に満たない
場合は、法⼈基本情報の登録内容か
ら⽉割計算が⾃動ででき、設定される
こと。
また、⼿動で⽉数を変更した場合、
再計算され、⾃動で設定されること。

本機能の前提として、⾚字部分を追記します。

9 0 0 0 反映する ●

了承いただきましたので、反映します。
G市ご意⾒につきましては、⼿動で変更した場合は注意喚起の仕組みを
設定しましたのでご確認ください。（下線部）

2.2.15. 申告⼊⼒（共通）
均等割の⽉割計算に関して、みなし事業年度の適⽤、事業年度途中の
事務所開設・廃⽌により12か⽉に満たない場合は、法⼈基本情報の登
録内容から⽉割計算が⾃動ででき、設定されること。
また、⼿動で⽉数を変更した場合、再計算され、⾃動で設定されること。
法⼈基本情報から⾃動計算した⽉数と異なる申告については、注意喚
起をした上で、継続処理も出来ること。

288 2.2.16 申告⼊⼒（共通）

事務所等を有さない法⼈（清算中の状態で
事務所等を有さない場合を含む）について、事
務所等の所在期間に応じた均等割⽉数が任
意で⼊⼒できること。
※均等割⽉数を⾃動計算せずに任意に⼊
⼒。⽉数計算のエラーチェックは掛からない。

事務所等を有さない法⼈（清算中の状態で
事務所等を有さない場合を含む）について、事
務所等の所在期間に応じた均等割⽉数が任
意で⼊⼒できること。
※均等割⽉数を⾃動計算せずに任意に⼊
⼒。

故意に均等割⽉数を⼊⼒してい
ない場合（ヒューマンエラーによる
誤⼊⼒等）でも、エラーチェックが
⾏われないため、⼿動⼊⼒の場
合でも警告エラーが出るべきと考
えます。

288 13 A︓仕様反映

■2.2.16.
事務所等を有さない法⼈（清算中の
状態で事務所等を有さない場合を含
む）について、事務所等の所在期間に
応じた均等割⽉数が任意で⼊⼒でき、
修正した場合も⽉数から均等割額が⾃
動計算されること。なお、均等割⽉数は
⾃動表⽰せずに任意に⼊⼒し、事業年
度の⽉数と均等割⽉数が異なる場合は
注意喚起をした上で処理の継続もでき
ること。

事務所等なしの法⼈について、原案の均等割⽉数チェックなし、ではなく
チェック機能は設けた上で処理継続を可能にすべきという意⾒を反映しま
す。これについて、考慮事項等があればご意⾒をお願いいたします。

※⾃動計算の部分はNo.2990の意⾒より反映。

8 0 0 1 反映する

了承いただきましたので、反映します。
なお、I市ご意⾒の、いわゆる休業・休眠法⼈につきましては、「事務所等
を有さない」法⼈に包含されております。

2.2.16. 申告⼊⼒（共通）
事務所等を有さない法⼈（清算中の状態で事務所等を有さない場合を
含む）について、事務所等の所在期間に応じた均等割⽉数が任意で⼊
⼒でき、修正した場合も⽉数から均等割額が⾃動計算されること。
なお、均等割⽉数は⾃動表⽰せずに任意に⼊⼒し、事業年度の⽉数と
均等割⽉数が異なる場合は注意喚起をした上で処理の継続もできるこ
と。

63 2.2.18 申告⼊⼒（共通）

⼊⼒した⾦額に誤りがある場合はエラーとなり、
エラー個所を表⽰できること。

⼊⼒した⾦額が異なる場合はアラートを出し、
不⼀致個所を確認できること。また、そのまま登
録もできること。

2.2.19.と⽭盾しているため

0 B︓要検討

2.2.18.と2.2.19.（強制⼊⼒）は、団体独⾃の政策減税を⾏うケー
スを想定して定義していましたが、こうしたケースには以下のように対応す
ることで、強制⼊⼒の機能は不要になると考えます。この整理についてご
意⾒をお願いします。

--------------------------------------------------------------
--------------------------------
＜通常申告＞
■2.2.18.（要件変更なし）
・課税標準額、法⼈税割額、各種控除額、分割基準等を⼊⼒し、申
告額が⾃動計算結果と合っているかをチェックした上で登録処理が⾏え
ること。⼊⼒した⾦額に誤りがある場合はエラーとなり、エラー個所を表⽰
できること。
■2.2.19.（要件削除）
・ ⾃動計算と異なる⾦額についても、強制⼊⼒ができること。

＜独⾃減免＞
■1.1.6.（要件変更）
・法⼈区分とは別に、課税区分・減免区分を登録できること。
課税区分は「課税／⾮課税／均等割課税／法⼈税割課税　 減免」、
減免区分は「あり／なし」とする。
※課税区分と減免区分は別に区分を設けて登録する想定です。法⼈
税税割はNo.1540の意⾒「法⼈信託課税」分です。

■2.2.xx（要件を新規追加）
・法⼈基本情報に減免区分「あり」が登録されている場合、対象申告に
ついて減免後の税額を⼊⼒して減免登録ができること。減免登録時に
減免額が確認できること。
⇒⼀度登録した確定・均等割申告について、減免登録する際には⼿動
で減免後の額（例. 全額減免なら、税額０円を⼊⼒）を⼊⼒し、納

5 1 0 1 要検討 ●

APPLIC税TFから強制⼊⼒は残すべき、A市、E市、H市からも強制⼊
⼒は必要との意⾒を頂いています。
⼀⽅で、I市より、「強制⼊⼒は極⼒避けるべき」とのご意⾒をいただいて
います。

懸念としては、データの整合性や、申告誤りをそのままにしてしまうことなど
が考えられます。（登録はできるが、⼀括の調定時にエラーにする仕様の
システムもあります。）

これについて、

【論点①】
○ APPLIC税TFがいうケースに対応するため、強制⼊⼒は必須として良
いでしょうか。
○ ⼀⽅で、APPLIC税TFでは即時調定されるシステムもあり、適正性の
観点からは課題が残ります。強制⼊⼒した（税額に誤りがある可能性
の）申告を事後的に気づけるような機能、運⽤としてご意⾒をください。あ
るいは、そこまで必要が無い、などのご意⾒もください。

【論点②】
減免については、APPLIC税TFより登録のパターンが複数考えられるとい
うことで、案から記載を少し緩和しております。

【論点①】
＜通常申告＞
■2.2.18.（要検討）
・課税標準額、法⼈税割額、各種控除額、分割基準等を⼊⼒し、申
告額が⾃動計算結果と合っているかをチェックした上で登録処理が⾏える
こと。⼊⼒した⾦額に誤りがある場合はアラートとなり、不⼀致個所を表
⽰できること。
・⾃動計算と異なる⾦額についても、強制⼊⼒ができること。
→この強制⼊⼒について、何か追加的に機能が必要か︖

■2.2.19.（要件削除し、2.2.18.に統合）

【論点②】
＜独⾃減免＞
■1.1.6.（要件変更）
・法⼈区分とは別に、課税区分・減免区分を登録できること。
課税区分は「課税／⾮課税／均等割課税／法⼈税割課税　 減免」と
する。
※減免区分は、「全部/⼀部」など事業者により実装が異なるようでしたの
で列挙しておりません。

■6.1.3. 減免登録管理（要件を補強）
・法⼈基本情報で減免の対象となる法⼈の減免内容を登録できること。
減免登録時に、減免額を確認できること。減免登録の修正、削除もでき
ること。
減免決議書が出⼒できること。

64 2.2.19 申告⼊⼒（共通）

⾃動計算と異なる⾦額についても、強制⼊⼒
ができること。

削除し、2.2.18.に統合。 2.2.18.と⽭盾しているため

0 B︓要検討

2.2.19.→削除 同上です。No.63のとおりで問題なければ2.2.19.の強制⼊⼒処理は
削除します。（2.2.18.のエラー処理と2.2.19.の強制⼊⼒処理は、
論理的に⽭盾するため） 7 1 0 0 要検討

※No.63で確認します。

324 2.2.20 申告⼊⼒（確定申告書）

申告⼊⼒時に同⼀事業年度の「既に納付の
確定した当期分の法⼈税割額・均等割額」な
ど、前回の課税情報から流⽤できる項⽬は⾃
動的に初期設定されること。

申告⼊⼒時に同⼀事業年度の「既に納付の
確定した当期分の法⼈税割額・均等割額」な
ど、前回の課税情報から流⽤できる項⽬は⾃
動的に初期設定されること。（⾒込納付額を
流⽤して表⽰できることを含む）

⼊⼒誤りの防⽌。（既に納付さ
れている⾦額となるため初期値と
することが必須と考える）

324 8 A︓仕様反映

【要件修正案】（実装してもしなくても
良い→実装すべき機能）
■2.2.20.
申告⼊⼒時に同⼀事業年度の「既に
納付の確定した当期分の法⼈税割額・
均等割額」など、前回の課税情報から
流⽤できる項⽬は⾃動的に初期設定さ
れること。⾒込納付が⼊⼒されている場
合は、⾒込納付額も表⽰するが、⾒込
納付額は確定申告⼊⼒時に修正もで
きること。

2.2.20.「実装してもしなくても良い機能」としていた⾒込納付額の引⽤
表⽰について、必須とすべきという意⾒が多く⾒られたため、実装すべき
機能とすることを検討します。

【ご確認事項】
①実装すべき機能で妥当と考えるか（左記の要件で良いか）
②2.2.1.の機能で、申告区分「⾒込納付」と登録したものについて、確
定申告時に表⽰はするが編集できる、という機能の前提で良いか。（必
要性や実運⽤との整合など）

7 0 1 1 要検討 ●

⾒込納付額が⼊⼒されている場合、編集できるかどうかについて、H市より
ご意⾒をいただいています。

現在、「地域情報プラットフォーム」では⾒込納付は連携項⽬として定義
されておらず、⾒込納付額は収納管理システムを正とする想定です。
登録を不要とする団体も多いことから、確定税額が適切に収納管理シス
テムに連携されれば、延滞⾦計算、未納管理を含めて⼤きな⽀障はない
と考えられます。

→構成員におかれても、この点懸念があればご教⽰ください。

【要件修正案】（実装してもしなくても良い→実装すべき機能）
■2.2.20.
申告⼊⼒時に同⼀事業年度の「既に納付の確定した当期分の法⼈税
割額・均等割額」など、前回の課税情報から流⽤できる項⽬は⾃動的に
初期設定されること。
⾒込納付が⼊⼒されている場合は、⾒込納付額も表⽰するが、⾒込納
付額は確定申告⼊⼒時に修正もできること。



1372 2.2.22. 申告⼊⼒（確定申告書）

控除額のうち標準税率相当分、超過税率相
当分を⾃動計算できること。

左記に加え、ただし書の有無、国税の控除限
度額、前3年以内当期加算額、前3年以内控
除未済額も⼊⼒できること。

⾃動計算するために必要な⼊⼒
項⽬であるため。

1372 9 B︓要検討

外国税額控除、仮装経理控除、租税条約控除に関して、複数意⾒が
あります。
事務局では以下のように考えていますが、これに関して当該意⾒のように
「実装すべき」などの機能区分や詳細に付いてご意⾒いただけますようお
願いします。（第20号様式の項⽬にある”控除額”は「実装すべき」と定
義しています。当該意⾒は明細にある未済管理などの項⽬についての意
⾒となります。）

【ご確認事項】
（1）2.2.22. 外国税額控除
　→WT内では明細項⽬の全てを⼊⼒することは想定せず、「但し書」
「控除限度額」「前3年以内の控除未済額管理」は、「実装してもしなく
ても良い」機能と整理しており、事務局でも同様で良いと想定します。
※加えて、APPLIC税TFに、右記のとおり外国税額控除についてパッ
ケージ仕様を確認します。

（2）2.2.23. 仮装経理控除
　→控除額未済の管理については、件数等に鑑み「実装してもしなくても
良い」機能と想定します。

（3）2.2.23. 租税条約控除
　→仮装経理と同様に、控除未済額の管理は、「実装してもしなくても
良い」機能と想定します。

（4）2.2.23. 特定寄附⾦控除
　→現在、控除額・寄附⾦額・件数を「実装すべき機能」と定義してお
り、税額計算及び課税状況調べに必要な内容は定義しています。これ
以上の項⽬（例. 寄附先など）は管理する必要がないと想定していま
す。

6 1 0 0 反映しない

概ね了承をいただいたため、反映します。

「実装してもしなくても良い」としたものは、中間標準レイアウトでも任意項
⽬として定義されているものになります。

なし

4978 2.2.24. 申告⼊⼒（確定申告書）

〜。分割法⼈については分割基準が⼊⼒され
ていない場合、エラーとなること。

〜。分割法⼈については分割基準が⼊⼒され
ていない場合、ワーニングとなること。

⾃治体の知らないところで分割⇔
単独法⼈となることが少なくないた
め。ワーニング出⼒のみとし、⼊⼒
はできるようにする。

4978 3 A︓仕様反映

【要件修正案】
■2.2.24.　申告⼊⼒（確定申告）
・分割法⼈について、分割基準が⼊⼒
されていない場合はワーニングになり、処
理は継続できること。
・申告⼊⼒時に法⼈基本情報の単独・
分割区分（単独法⼈・本市本店・他
市本店）の登録内容を表⽰し、申告
⼊⼒時に修正できること。

※申告登録⇒法⼈基本情報への反映
は、意⾒No.287で選択可能と定義。

意⾒のとおり、分割法⼈と登録されていても、単独法⼈となることがある
ため、左記のとおり要件修正することを検討します。問題ないかをご確認
ください。

なお、意⾒No.287のとおり、単独・分割の区分も申告登録→法⼈基
本情報に反映することが選択可能とすることを想定します。選択が必要
なく、原則反映すべきなどありましたらご教⽰ください。

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。 ■2.2.24.　申告⼊⼒（確定申告）
・分割法⼈について、分割基準が⼊⼒されていない場合はアラートにな
り、処理は継続できること。
・申告⼊⼒時に法⼈基本情報の分割区分（単独法⼈・本市本店・他
市本店）の登録内容を表⽰し、申告⼊⼒時に修正できること。

※実際には、分割区分が最初に出てくる 1.1.1. にて分割区分「単独法
⼈/本市本店/他市本店」を修正。

2997 2.2.25. 申告⼊⼒（修正確定申告
書）

「法⼈税の修正申告⽇」、「法⼈税の更正・決
定・再更正の⽇」の⼊⼒項⽬があること

延滞⾦計算に使⽤する⽇（特に
「法⼈税の更正・決定・再更正の
⽇」）だったかと思います。

申告書通りに⼊⼒するには必要
な項⽬となります。

修正申告を⼊⼒すると
更正通知発布の翌⽇から1か⽉
の⾃動設定になるのでしょうか︖

0 A︓仕様反映

【追加要件案】
修正確定申告の⼊⼒時に、以下を管
理できること。
・国税の申告基礎（更正決定／修正
申告）
・国税処理⽇（更正年⽉⽇／修正申
告⽇）

2.2.25. 修正申告の登録機能に左記を追加します。

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。 ■2.2.25. 修正確定申告書【追加要件案】
修正確定申告の⼊⼒時に、以下を管理できること。
・国税の申告基礎（更正決定／修正申告）
・国税処理⽇（更正年⽉⽇／修正申告⽇）

2998 2.2.25. 申告⼊⼒（修正確定申告
書）

調定額がマイナスで還付が発⽣する修正申告
には登録時にワーニングを発すること。

マイナスの修正申告は通常（⼊
⼒ミス除く）の場合は登録できな
いため。 0 A︓仕様反映

【追加要件案】
修正申告時は、税額が減額となる⼊⼒
をエラーとすること。

2.2.25. 修正申告の登録機能に左記を追加します。

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。 ■2.2.25. 修正確定申告書【追加要件案】
修正申告時は、税額が減額となる⼊⼒をエラーとすること。

3856
2.2.27.
2.2.28.
2.2.29.

申告⼊⼒（予定・修正予
定申告書）

合併存続法⼈について、被合併法⼈の法⼈税
割額を含め、法⼈税割額を⾃動計算できるこ
と。

合併存続法⼈の当該事業年度
の予定申告を正しい税額で処理
するため。

1473 3 D︓反映しない

被合併法⼈の予定申告額を、合併法⼈に含めて計算することは、シス
テム上の実装が容易ではないと考えます。また、他⾃治体の法⼈に吸収
され予定申告の義務が無くなることもあり得るため、本件は実装なしとし
た上で「申告書発送法⼈リスト」などで”合併解散”の対象を確認できる
仕様が望ましいと考えます。

これについて、上記の考え⽅で問題ないか、現⾏運⽤ではどのように⾏っ
ているか等ご教⽰ください。 7 1 0 0 反映しない

概ね了承いただきましたので、反映なしとします。
⼀部ご要望があるものの、システム実装のハードルを考えると、引抜対象
としてK市のような運⽤が想定されます。

なし

5774 2.2.32 申告⼊⼒（みなす申告）

収納システムと連携し、前⽉予定納付があり、
申告がないものについて、みなす申告⼀括処理
を⾏う機能。

⼤量に発⽣するみなす申告につい
て、納付を個別に確認し個別に
申告⼊⼒することは職員の⼤きな
負担になっており、徴収システムと
連携することで⾃動⼊⼒がされれ
ば、⼤幅な業務量低減につなが
る。

0 B︓要検討

本意⾒に関連して、”みなす申告”の処理⽅法についてご意⾒を伺いた
いと思います。

【ご確認事項】
①みなす申告について、対象法⼈を⼀覧化して⼀括でみなす処理す
る、⼜は宛名番号を⼊⼒して複数法⼈を⼀括でみなす処理するなどの
機能を活⽤されていますか。活⽤されている場合は詳細をご教⽰くださ
い。（例．申告期限で検索したら予定の未申告法⼈が⼀覧表⽰さ
れ、複数選択しながら処理可能）

②（①で⼀括処理機能がある場合）上記機能が実装されず、法⼈ご
とに申告額を確認→みなす登録という通常の予定申告書の処理フロー
と同様であっても運⽤上は⽀障ないでしょうか。

※利⽤状況を確認して「実装してもしなくても良い機能」とするかを検討
します。

3 0 0 4 反映する

「収納システムと連携して」⾏うことは、法律が求める要件と合致していな
いため反映しません。
⼀⽅で、申告納付義務がある法⼈のうち、⼀括選択してみなす処理を
⾏う機能は事務効率の向上に繋がることから、「実装してもしなくても良
い」機能として定義します。

G市の運⽤についても、複数選択する”など”という⽂⾔のなかで実装⽅法
を限定しない表現としていています。

2.2.32. 追加要件
＜実装してもしなくても良い機能＞
予定申告の義務がある法⼈のうち、未申告のものについて、複数選択す
るなどして⼀括でみなす予定申告の処理ができること。

1483 2.2.36. 申告⼀括処理（パンチデー
タ⼊⼒処理）

申告書パンチデータファイルを⼀括で取り込んだ
際、中間申告要否など、個別申告⼊⼒と同様
に法⼈基本情報の異動登録（履歴作成）が
できること。

eLTAX連携のインターフェイスに合わせた申告
書パンチデータファイルを⼀括で取り込んだ際、
中間申告要否など、個別申告⼊⼒と同様に法
⼈基本情報の異動登録（履歴作成）ができ
ること。

同上

1483 5 A︓仕様反映

No.287の意⾒にあるような申告登録→基本情報は、eLTAXやパンチ
データの取込でも同様に反映することとして良いでしょうか。（その場合
は、申告ごとに反映要否を検討するのではなく、パラメータで「する」「しな
い」を⼀律設定する形が想定されます。

【ご確認事項】
①「更新するかどうか⼀律設定」という要件で問題ないかなど、要件を作
る上での案や考慮事項があればご教⽰ください。
②No.287やこの要件について、法⼈基本情報に反映する際に「履歴」
作成は必須ではないですか。（申告書に合わせて登録する場合には履
歴は作成しないので、資本⾦など更新する場合にはそのまま反映され
る）

※現在運⽤されている場合は、参考までにどのように反映されているか
（リスト等で確認するか等）ご教⽰ください。

4 1 1 2 保留 ●

履歴作成は必要という意⾒を複数いただきました。
パッケージシステムによっては、履歴作成ができないものもあり、システム実
装上の難易度を確認する必要があると考えます。
APPLiC税TFに、「実装すべき機能」か否かを確認した上で、最終決定し
ます。

＜APPLIC税TFに確認＞
実装すべき機能　⼜は　実装してもしなくても良い機能
申告書登録から法⼈基本情報を更新する場合、更新履歴を作成でき
ること。異動⽇は申告年⽉⽇とすること。

※パンチデータの取込は「実装してもしなくても良い」のため、個別登録、
eLTAX連携についてAPPLIC税TFに確認します。

4461 2.2.37 申告⼀括処理（eLTAX連
携）

税額計算エラー 申告の種類を問わず税額計算エラーチェックを
⾏えることの明記を希望

電⼦申告データ取込により課税
情報の更新までが⾏われる仕様と
すると、データの精度が低くエラー
チェック機能が不⼗分な場合に
は、職員業務量増⼤が想定され
るため。

0 A︓仕様反映

【要件修正案】
2.2.37. 申告⼀括処理（eLTAX連
携）
税額計算は、「実装すべき機能」として
2.2.1.に定義する申告区分について適
⽤する。
「実装してもしなくても良い機能」のうち、
eLTAXで対応している申告区分のエ
ラーチェックは、同様に「実装してもしなく
ても良い機能」と整理する。

2.2.1.で定義する申告区分のうち、eLTAXで申告できるものを対象と
する旨記載します。

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。 2.2.37. 申告⼀括処理（eLTAX連携）
○ 税額計算は、「実装すべき機能」として2.2.1.に定義する申告区分に
ついて適⽤する。
○ 「実装してもしなくても良い機能」のうち、eLTAXで対応している申告
区分のエラーチェックは、同様に「実装してもしなくても良い機能」と整理す
る。



4566 2.2.41 申告⼀括処理（eLTAX連
携）

設⽴・設置届及び異動届を取り込み、⾃動登
録すること。

⼀⼈の作業が年間のべ５００時
間程度軽減するため。

4566 3 C︓APPLIC照
会

APPLIC税TFに、eLTAXの設⽴・異動届の取込処理の実現性や現状
を確認します。

4 0 0 3 反映する

現在、実現を⾒込んでいる団体もあることから、実装してもしなくても良い
機能とします。
また、APPLICから「更新項⽬は明らかに法⼈住⺠税のみで管理されてい
るものを基準とする」については、機能としての利便性が無くなり実装の必
要性が下がる懸念があることから、限定はしないこととします。（利便性の
向上に資するものであり、事業者の差別化要素として定義します）

＜実装してもしなくても良い機能＞
eLTAXの電⼦申請・届出データを取り込み、法⼈基本情報の異動、更
新処理ができること。

4567 2.2.41 申告⼀括処理（eLTAX連
携）

還付⼝座、税理⼠情報を取り込み、⾃動登
録すること。

⼀⼈の作業が年間のべ３０時間
程度軽減するため。

4566 3 C︓APPLIC照
会 3 0 0 3 反映する

eLTAXデータを取り込むことによる⼝座情報の更新は、APPLIC税TFか
ら実装が⽐較的難しいとの回答がありました。I市のように、申告書単位で
の登録に留めることを提案されています。
E市・I市で運⽤されていることもあるため、利便性の向上に資することから
実装してもしなくても良い機能としています。

※実装を妨げるものではない、という意図です。
※税理⼠情報については、申告書への記載内容が様々であること、マス
タ登録を前提としたことから、定義なしとします。

2.2.41. 新規追加
＜実装してもしなくても良い機能＞
eLTAX等の外部データを取り込み、還付⼝座の登録を更新できること。

3300 2.2.xx. 申告⼀括処理（パンチデー
タ⼊⼒処理）

- 申告書パンチデータの取り込みエラーおよび
ワーニング分についても、システム内に可能
な限り取り込み、オンライン画⾯上で修正す
ることができること。また、修正された情報に
より課税情報の更新、調定が⾏われるこ
と。

エラーデータについて、システム上で
修正を⾏うことが可能であれば、
効率姓向上に繋がると考える。

3300 1 B︓要検討

【追加要件案】（実装してもしなくても
良い機能）
・パンチデータの⼀括取込でエラーとなっ
た申告情報については、個別にシステム
上で修正して登録できること。修正登録
された情報により課税情報の更新・調
定ができること。
（最新事業年度の申告⼊⼒をしようと
するとエラー分の申告内容が初期表⽰
される、整理番号を⾃動付番してそれを
基に申告エラー修正画⾯に展開できる
など⽅式は問わない）
・法⼈基本情報がない申告情報につい
ては、法⼈基本情報を登録した後の法
⼈管理番号で紐づけることで課税情報
に登録・調定できること。

パンチデータ取込による申告書データの登録において、エラー後の修正機
能を定義すべきという意⾒です。左記の要件で問題ないかをご確認くださ
い。

※パンチデータ取込⾃体を「実装してもしなくても良い」としているため、本
機能も同様です。

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。 2.2.40. 追加（実装してもしなくても良い機能）
・パンチデータの⼀括取込でエラーとなった申告情報については、個別にシ
ステム上で修正して登録できること。修正登録された情報により課税情報
の更新・調定ができること。
（最新事業年度の申告⼊⼒をしようとするとエラー分の申告内容が初期
表⽰される、整理番号を⾃動付番してそれを基に申告エラー修正画⾯に
展開できるなど⽅式は問わない）
・法⼈基本情報がない申告情報については、法⼈基本情報を登録した
後の法⼈管理番号で紐づけることで課税情報に登録・調定できること。

3301 2.2.xx. 申告⼀括処理（eLTAX連
携）

- 電⼦申告情報の取り込みエラーおよびワー
ニング分についても、システム内に可能な限
り取り込み、オンライン画⾯上で修正するこ
とができること。また、修正された情報により
課税情報の更新、調定が⾏われること。

エラーデータについて、システム上で
修正を⾏うことが可能であれば、
効率姓向上に繋がると考える。

3301 2 B︓要検討

【追加要件案】（実装すべき機能）
・eLTAXの⼀括取込でエラーとなった申
告情報については、個別にシステム上で
修正して登録できること。修正登録され
た情報により課税情報の更新・調定が
できること。
（最新事業年度の申告⼊⼒をしようと
するとエラー分の申告内容が初期表⽰
される、整理番号を⾃動付番してそれを
基に申告エラー修正画⾯に展開できる
など⽅式は問わない）
・法⼈基本情報がない申告情報につい
ては、法⼈基本情報を登録した後の法
⼈管理番号で紐づけることで課税情報
に登録・調定できること。

eLTAX取込による申告書データの登録において、エラー後の修正機能を
定義すべきという意⾒です。左記の要件で問題ないかをご確認ください。

なお、eLTAX取込データを法⼈システムのオンライン画⾯で修正した場
合、eLTAX上の申告データと不整合が起きると考えますが、どのように運
⽤されているかをご教⽰ください。（例. データは⼀致させず、紙申告書
での修正やメモ管理など運⽤で対応）

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。

また、eLTAXとの申告額のズレが⽣じる件については、
○ eLTAXデータを基幹系システムで保持している
○ eLTAX審査システムで職権訂正する
○ eLTAXとのズレについては修正等を⾏わない
の３通りがあり、いずれでも業務上は⽀障がないと考えられるため、要件
への反映はナシとします。

2.2.41. 追加（実装すべき機能）
・eLTAXの⼀括取込でエラーとなった申告情報については、個別にシステ
ム上で修正して登録できること。修正登録された情報により課税情報の
更新・調定ができること。
（最新事業年度の申告⼊⼒をしようとするとエラー分の申告内容が初期
表⽰される、整理番号を⾃動付番してそれを基に申告エラー修正画⾯に
展開できるなど⽅式は問わない）
・法⼈基本情報がない申告情報については、法⼈基本情報を登録した
後の法⼈管理番号で紐づけることで課税情報に登録・調定できること。

4462 ３.1.１ 更正⼊⼒処理

対象年度について前申告情報を⾃動表⽰し、
国税の申告基礎（修正申告、更正決定）、
国税処理⽇（法⼈税更正年⽉⽇、法⼈税の
修正申告書の提出⽇）を⼊⼒して更正処理
ができること。

対象年度について前申告情報を⾃動表⽰し、
国税の申告基礎（確定申告、修正申告、更
正決定）、国税処理⽇（法⼈税確定申告
年⽉⽇、法⼈税更正年⽉⽇、法⼈税の修正
申告書の提出⽇）を⼊⼒して更正処理ができ
ること。

法第３２１条の１１第１項で
は、法⼈の市町村⺠税の申告書
に係る税額が、「法⼈税に関する
法律の規定によって申告し、修正
申告し、更正され、若しくは決定
された」法⼈税額を課税標準とし
て算定すべき法⼈税割額と異な
ることを発⾒したときに更正するも
のとされている。法⼈税の確定申
告に基づく法⼈住⺠税の更正処
理の事務を⾏う必要があり、現に
⾏っている。

4462 2 D︓反映しない

意⾒にあるような法⼈税の確定申告の情報は不要と考えます。

8 0 0 0 反映しない

法⼈税の確定申告の年⽉⽇は不要として整理しました。

4463 ３.1.１ 更正⼊⼒処理

(実装してもしなくてもよい機能欄） 主たる事務所所在地団体からの従業者数変
更・決定通知に基づく更正の場合、その旨を登
録して処理できること

法第３２１条の１４第６項に
基づく事務を⾏う必要があるため。
現に、他団体からの通知を受けて
更正する場合もあるし、本市が主
たる事務所所在地として他団体
に通知を送付する場合もある。Ｗ
Ｔでの検討により他団体への通
知⽤帳票作成は実装されない機
能として整理されたようだが、他団
体からの通知を受けて更正するこ
と⾃体は可能としていただきたい。

0 B︓要検討

意⾒No.166で更正決定通知書に任意⽂字列が⼊⼒できるようにした
場合には反映します。

6 0 1 0 反映しない

更正決定通知書については、No.3002で確認します。
ここでは反映なしとします。

1049 3.1.1. 更正⼊⼒処理

過年度更正は、計算式を保証し、永久管理が
できること。

過年度更正の場合は、当時の税
率で計算できるようにするため。

0 E︓保留・その
他

「過事業年度の税率・計算式」は、税業務システムの前提であると考え
ますが、あえて明記する必要があるか（実務上で⽀障がある事例など）
をご教⽰ください。※他税⽬での記載状況も確認します。

5 0 0 2 反映する

ご意⾒を踏まえて要件を追加しました。修正申告も含めてのものであるた
め、「更正」という⽂⾔はなくしています。

なお、K市のような「税率をコード管理する」ことにより、過去の事業年度に
ついてもコードで計算式を保証するような管理⽅法もあると考えられます。
これについては、当該要件を実装する際の要件の考え⽅として承知しまし
た。

＜実装すべき機能＞（追加）
過去の事業年度について、計算式・適⽤税率を管理できること。



3002 3.1.1. 更正⼊⼒処理

対象年度について前申告情報を⾃動表⽰し、
国税の申告基礎（修正申告、更正決定）、
国税処理⽇（法⼈税更正年⽉⽇、法⼈税の
修正申告書の提出⽇）を⼊⼒して更正処理
ができること。

対象年度について前申告情報を⾃動表⽰し、
国税の申告基礎（修正申告、更正決定）、
国税処理⽇（法⼈税更正年⽉⽇、法⼈税の
修正申告書の提出⽇）、更正事由（国税
更⽣・調査・更⽣請求・他更正・官署通
知・租税条約控除・仮装経理控除）を⼊
⼒して更正処理ができること。

更正事由が無いと、更正・決定
通知書等に事由の記載が出来な
い。
現在は出来ています。

0 B︓要検討

【要件修正案】
対象年度について前申告情報を⾃動
表⽰し、国税の申告基礎（修正申
告、更正決定）、国税処理⽇（法⼈
税更正年⽉⽇、法⼈税の修正申告書
の提出⽇）、更正事由を⼊⼒して更正
処理ができること。

3.1.1. 更正⼊⼒処理に「更正事由」の登録について追記します。これ
に関して以下ご確認ください。

【ご確認事項】
①左記の要件修正案で良いでしょうか。更正事由の区分についても必
要なものがあればご教⽰ください。
　（収納管理WTの意⾒を聞く必要があるため、参考とします）

②更正決定通知書に、不利益処分時の理由付記のための⾃由⼊⼒
欄（通知書単位）は必要でしょうか。また、実装されているか、運⽤さ
れているかなども合わせてご教⽰ください。

8 0 0 0 要検討 ●

更正決定事由を⼊⼒できることを必須とします。

【論点①】
更正事由について、いくつかパターンがあります。
　案①︓条⽂を選択できるようにする（G市）
　案②︓コード選択できる（K市）
　案③︓備考欄を設ける（K市）

機能に加えて、通知書レイアウトにも影響するため、ご意⾒をお願いいたし
ます。右記の論点①で案を⽰します。

【論点②】
仮装経理に基づく控除、租税条約に係る更正については、何かしらの管
理区分として定義すべきでしょうか。（更正決定通知書に出⼒よりも、収
納連携のため）

3.1.1. 更正⼊⼒処理（修正）
対象年度について前申告情報を⾃動表⽰し、国税の申告基礎（修正
申告、更正決定）、国税処理⽇（法⼈税更正年⽉⽇、法⼈税の修
正申告書の提出⽇）、更正事由を⼊⼒して更正処理ができること。

3.1.1. 更正⼊⼒処理（追加）※実装すべき機能
【論点①︓案①】
通知書単位で、更正事由の区分選択②、並びに任意の⽂字列で⼊⼒
して③ 通知書に出⼒できること。
（更正決定事由の区分が不⾜した場合の対応や、詳細な理由の記載
が必要になった場合の対応）

【論点①︓案②】
根拠となる条⽂を選択①して、通知書に出⼒できること。

3.1.1. 更正⼊⼒処理（追加）※実装すべき機能
【論点②】
仮装経理に基づく更正、租税条約の実施に係る更正についても区分して
管理できること。

166 3.1.2 更正⼊⼒処理

実装しなくてもよい機能 実装すべき機能 市町村のみで⾏う決定・更正もあ
るため複数回、任意の年⽉⽇で
の処理が出来ると良い。

166 12 B︓要検討

更正・決定について、「通知⽇」を任意に設定できることが望ましいという
意⾒が多数⾒られました。現在、機能要件3.1.1.では「〜更正通知書
の通知⽇、納期限は⾃動設定されること。」としています。また、APPLIC
税TFからは「更正決定は”即時調定”」での実装がほとんどという回答を
もらっています。これについて、以下ご確認ください。

【ご確認事項】
①要件修正案及び想定運⽤のとおりで問題ないか、⽀障があるか。ある
場合はその理由。
②”調定⽇”について、「通知⽇」とすべきかそれ以外か。

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
【要件修正案】
■3.1.1. 更正⼊⼒処理
　旧︓〜更正通知書の通知⽇、納期限は⾃動設定されること。
　新︓〜更正通知書の通知⽇は、更正処理時に任意に設定できるこ
と。
　　　納期限は通知⽇をもとに⾃動設定されること。

【想定運⽤】
・更正処理は急を要する案件もあることから、原則即時での処理が可能
な仕様とする（通知⽇を任意に設定できる）。更正決定を⽉１回など
まとめて⾏う団体の場合は、更正決定処理を⾏う際に処理ごとに通知
⽇を団体内で決めた⽇付で⼿⼊⼒する。

※APPLIC税TFにも右記のような詳細を確認します。

6 1 0 1 反映する

想定運⽤で了承いただいたため、要件を修正します。
（通知⽇は初期設定せず、1件ずつ設定する運⽤）

また、調定⽇については、任意に設定できるとした事業者が多く、通知⽇
とは同じにならないとのことでした。構成員意⾒では、「同⽇で良い」「異な
るケースが多々ある」の2通りあるものの、任意に設定することで⽀障は無
いと思われるため、要件の修正はなしとします。

■3.1.1. 更正⼊⼒処理（修正）
・〜更正通知書の通知⽇は、更正処理時に任意に設定できること。納
期限は通知⽇をもとに⾃動設定されること。

3003 3.1.3. 更正⼊⼒処理

課税標準、各種控除、分割基準を⼊⼒し、増
額・減額更正の額が⾃動計算できること。各控
除額については、確定申告と同等の管理機能
を有すること。
⾃動計算した⾦額について、⼿動で変更もでき
ること。

課税標準、各種控除、分割基準を⼊⼒し、増
額・減額更正の額が⾃動計算できること。各控
除額については、確定申告と同等の管理機能
を有すること。
⾃動計算した⾦額について、⼿動で変更もで
き、その変更をもとにして再計算し設定する
こと。

⼿動変更による再計算は事務処
理ミスの軽減につながるため。

2989 4 A︓仕様反映

【要件修正案】
課税標準、各種控除、分割基準を⼊
⼒し、増額・減額更正の額が⾃動計算
できること。各控除額については、確定
申告と同等の管理機能を有すること。
⾃動計算した⾦額について、⼿動で変
更もでき、その変更をもとにして再計
算し設定すること。

本機能の前提として反映します。

9 0 0 0 反映する

了承いただいたため、反映します。 3.1.3. 更正⼊⼒処理
課税標準、各種控除、分割基準を⼊⼒し、増額・減額更正の額が⾃動
計算できること。各控除額については、確定申告と同等の管理機能を有
すること。
⾃動計算した⾦額について、⼿動で変更もでき、その変更をもとにして
再計算し設定すること。

3302 3.1.4. 更正⼊⼒処理

更正処理登録後も、通知⽇までは取消処理
ができること。未申告法⼈への決定処理も同様
とする。

- 「更正処理登録後も、通知⽇ま
では取消処理ができる」とあるが、
決定処理との関係はどのように考
えるのか。更正処理登録後とは決
定処理後のことか。また、決定処
理後であれば決定を取り消した上
で、さらに更正⼊⼒処理で取り消
すのか。「通知⽇までは決定処理
の取消しができる」という制限では
ないか。また、「未申告法⼈への
決定処理」とあるが、決定処理は
3.1.6において⾔及されており、決
定処理に係る内容を記載するの
であれば、3.1.6以降とすべきで
はないか。

0 C︓APPLIC照
会 3 0 1 1 保留

※別の要件で確認します。

4321 3.1.4. 更正⼊⼒処理

更正処理登録後も、通知⽇までは取消処理
ができること。未申告法⼈への決定処理も同様
とする。

つまり、通知⽇が到来するまで、
収納側に引き継がれないということ
か︖⼀度収納側に引き継がれて
しまい、それが過年度分なのに取
り消すと、現状のままでは内部で
保持している数字が異常となる。

1050 5 B︓要検討

3.1.4. →　削除 3.1.5.で通知⽇以後の取消を定義しているため、”通知⽇までは”という
⽂⾔と不整合になるかと想定します。3.1.5.で賄える場合は3.1.4.の
要件を削除しますが問題ないでしょうか。

8 0 1 0 反映する

J市のみ、保留と回答頂いていますが、その他了承いただきましたので、反
映します。

3.1.4. 【削除】
 更正処理登録後も、通知⽇までは取消処理ができること。未申告法⼈
 への決定処理も同様とする。

3303 3.1.5. 更正⼊⼒処理

通知⽇以降の取消については、更正決定の取
消履歴を管理するとともに、減額調定を⾏い調
定の整合性を取れること。法⼈の申告照会画
⾯上で更正決定の取消履歴が照会できるこ
と。

- 「通知⽇以降の取消」とあるが、
3.1.4において「通知⽇までは取
消し処理ができること」とあり、通
知⽇以降は取消しできないのでは
ないか。通知⽇以前は履歴を残
さない取消しとして、通知⽇以後
は取消に対応する更正が⾃動発
⽣し、履歴に残るということか。また
「減額調定」とあるが、更正減を
取り消した場合、「増額調定」とな
るのではないか、そういったパターン
は想定されないのか。さらに「更正
決定」と記載があるが、決定処理
は3.1.6に記載されており、その項
以降に記載すべきではないか。

1050 5 C︓APPLIC照
会 3 0 1 1 保留

※別の要件で確認します。



4322 3.1.5. 更正⼊⼒処理

通知⽇以降の取消については、更正決定の取
消履歴を管理するとともに、減額調定を⾏い調
定の整合性を取れること。法⼈の申告照会画
⾯上で更正決定の取消履歴が照会できるこ
と。

減額更正だった場合は、どのように
調定の整合性をとるつもりか︖現
状いったん過年度を調定を減額
すると、過年度の調定を再度増や
すことができず滞繰調定が増えた
りして不具合が⽣じる。

1050 5 B︓要検討

【要件修正案】
■3.1.5. 更正⼊⼒処理

変更前︓ 通知⽇以降の取消について
 は、更正決定の取消履歴を管理すると
 ともに、減額調定を⾏い調定の整合性
 を取れること。法⼈の申告照会画⾯上
 で更正決定の取消履歴が照会できるこ
 と。

変更後︓
○実装すべき機能
・更正決定の取消処理が可能なこと。
調定について、調定取消・減額調定な
どにより整合性を取れること。
○実装してもしなくても良い機能
・更正決定の取消履歴を管理し、課税
状況照会画⾯で取消履歴が照会でき
ること。

全国意⾒照会及びAPPLIC税TFからの右記意⾒を踏まえて、要件の
修正を検討しています。
以下の考え⽅に基づき左記変更案を考えたため、ご確認の上ご意⾒い
ただけますようお願いいたします。
また、運⽤上⽀障がある場合は合わせてご教⽰ください。

（要件修正案の考え⽅）
・通知⽇に関わらず更正決定の取消処理が可能
・更正決定の取消は、調定削除・減額調定を⾏う
・通知⽇以降に”取消履歴”を管理することは「実装してもしなくても良
い」とし、メモ管理などでも対応可能とする→通知⽇に関わらず取消履
歴を管理するのは対応可能という事業者がいます。

（これまでの議論）
※多くの構成員では返戻が実務上あまり発⽣しない→更正の取消経緯
はメモでも管理可能と判断
※G市では取消履歴が残る
※K市では取消履歴が残り、減額調定される

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。 ■3.1.5. 更正⼊⼒処理
 通知⽇以降の取消については、更正決定の取消履歴を管理するととも
 に、減額調定を⾏い調定の整合性を取れること。法⼈の申告照会画⾯
 上で更正決定の取消履歴が照会できること。

＜実装すべき機能＞
・更正決定の取消処理が可能なこと。調定について、調定取消・減額調
定などにより整合性を取れること。

＜実装してもしなくても良い機能＞
・更正決定の取消履歴を管理し、課税状況照会画⾯で取消履歴が照
会できること。

3304 3.1.6. 決定処理

更正処理と同様の⼊⼒機能で、決定処理が
⾏えること。決定額は課税標準額をもとに⾃動
計算できること。

- 「決定処理」とあるが、何を決定す
るのかが不明確である。更正の決
定と考えると、本項には決定により
発⽣する状況を記載すべきであ
り、例えば更正⼊⼒が確定し、取
消しできなくなる等の事項が発⽣
するのではないか。
また、「更正処理」とあるが「更正
⼊⼒処理」ではないか。
さらに、「同様の⼊⼒機能」とある
が、「更正⼊⼒処理」と同様と考
えた場合、同様で有る必要がある
か。決定⽇を⼊⼒する等の決定
固有の機能が必要ではないか。
逆に、決定処理で申告起訴内容
を修正する等の機能は必要か。
（全く同じ機能画⾯であるとする
ならば、⼊⼒処理=決定となり、
決定処理が存在する理由が薄れ
るのではないか）

3304 3 D︓反映しない

更正と決定の機能差についての意⾒です。例として、以下のようなことが
考えられますが、標準仕様上は明記する必ずしも明記する必要はないと
考えます。
機能が⼤きく異なる、明確にすべきなどご意⾒があればお願いいたしま
す。

（主な機能差）
・法⼈税の更正事由が⾮活性になる
・前申告情報が存在しないため、⾃動で計算できることはない

6 0 0 2 反映しない

更正決定は、機能として概ね同じであることを確認しました。例として以下
のような機能差がありますが、明記するほどの内容でないため、反映なしと
します。

【主な機能差】
・法⼈税の更正事由が⾮活性になる
・前申告情報が存在しないため、⾃動で計算できることはない

なし

5721 3.1.7 更正決定決議・通知書作
成

更正・決定処理後に、更正・決定決議書を出
⼒できること。更正対象法⼈⼀覧を出⼒できる
こと。

仮装経理に基づく更正に伴う控除や租税条約
の実施に係る控除に対応した更正通知書を作
成できること。

法令に基づく通知により、適正な
処理を⾏うため。

0 E︓保留・その
他

※意⾒No.1372の内容を踏まえて検討します。

4 0 0 2 要検討

3306 3.1.7. 更正決定決議・通知書作
成

更正・決定処理後に、更正・決定決議書を出
⼒できること。更正対象法⼈⼀覧を出⼒できる
こと。

決定処理後に、更正・決定決議書を出⼒
できること。更正対象法⼈⼀覧を出⼒でき
ること。また、再発⾏もできること。

「更正・決定処理」とあるが、本仕
様書には同⼀名称の処理が存在
しない。「決定処理」のことと思わ
れることから「決定処理」と修正す
る案としたが、明確にするために
は、処理名称⾃⾝を「更正決定
処理」とした上で、実装すべき機
能等に、当該処理名称を記載す
べきである。
また、項番3.1.8.及び3.1.9.に
は「再発⾏」の記載があるが本項
には存在しない。これは、「更正・
決定決議書」は再発⾏機能は有
さないということなのか。機能要件
において「再発⾏できること」とある
帳票と、無い帳票が存在する場
合、あえて「再発⾏できる」と記載
している以上、当該記載が無い帳
票には「再発⾏機能が不要」と解
されるのではないか。特に、標準
仕様書においては、記載が無い場
合「実装しない機能」と整理される
ことが想定されることから、本項以
外の帳票についても、再発⾏が必
要な場合は、再発⾏について⾔
及するか、帳票要件において再発
⾏可能・不要・どちらでも良いと
いったことを定義する必要があるの
ではないか。

0 A︓仕様反映

決定処理後に、更正・決定決議書
を出⼒できること。更正対象法⼈⼀
覧を出⼒できること。また、再発⾏も
できること。

更正決定通知書に再発⾏機能を定義していることから、決議書にも再
発⾏できる旨を追記します。

8 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。
※修正要件案の「決定処理後」→「更正決定処理後」です。申し訳あり
ません。

更正決定処理後に、更正・決定決議書を出⼒できること。更正対
象法⼈⼀覧を出⼒できること。また、再発⾏もできること。

3855 4.1.1. 未申告法⼈抽出

申告区分毎に未申告法⼈を抽出できること。 申告区分ごとに申告勧奨の対応
が異なるため、振り分ける必要が
あるため。1⼈6時間程の低減効
果がある。（1分/件×30件/⽉
×12⽉＝6時間）

0 A︓仕様反映

■4.1.1. 未申告法⼈抽出
申告情報（予定・中間、確定、均等
割）を基に申告期限が到来し未申告と
なっている法⼈を抽出し、未申告法⼈リ
ストが作成できること。申告区分ごとに
抽出して確認できること。

当該意⾒を反映します。

8 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。
帳票要件にも同内容のリストが存在するため、別途整理します。

■4.1.1. 未申告法⼈抽出
申告情報（予定・中間、確定、均等割）を基に申告期限が到来し未
申告となっている法⼈を抽出し、未申告法⼈リストが作成できること。申
告区分ごとに抽出して確認できること。

39 4.1.2 申告勧奨通知

《実装しなくても良い機能》
期間を指定して、その期間に申告義務があるが
申告がない法⼈に対して、申告勧奨通知（未
申告通知書）を⼀括で作成できること。法⼈
を選択して個別での申告勧奨通知の発⾏もで
きること。

左記条件を実装すべき機能に追加 システムから申告勧奨通知を⼀
括で作成できることで、通知書作
成作業にかかる業務時間を削減
することができるため。（１⼈の作
業が⽉３時間×１２か⽉＝３
６時間低減）

申告勧奨通知書の発送は⽉１
回⾏っており、前⽉の申告データ
をもとに抽出するため、期間指定
が必要。 39 18 A︓仕様反映

「実装してもしなくても良い」→「実装す
べき」

【申告勧奨通知】
・現在「実装してもしなくても良い」機能に定義していますが、使⽤してい
るという意⾒が多かったため、「実装すべき機能」に変更することを検討し
ます。 8 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。 4.1.2. 申告勧奨通知
・実装してもしなくても良い機能→実装すべき機能



439 4.1.3. 申告勧奨通知

申告勧奨通知の発送状況を管理できること。 実装を希望 課税業務を適切に⾏うため。

439 19 B︓要検討

（2.1.14. 申告書等発送状況管
理）
　旧︓ 申告書の発送履歴（発送⽇、
 発送有無）が参照できること。（実装
してもしなくても良い機能）
　新︓
　○実装すべき機能
　　・申告書、納付書、申告案内⽂書
の発送履歴（発送⽇、発送有無）が
法⼈・事業年度ごとに管理できること。
　○実装してもしなくても良い機能
　　・発送状況は帳票出⼒⽇（⼜は任
意の⽇付）で⾃動設定され、発送有
無・発送⽇の修正登録もできること。

（4.1.3. 申告勧奨通知発送状況管
理）
　旧︓ 申告勧奨通知の発送状況を管
 理できること。（実装してもしなくても良
い機能）
　新︓
　○実装すべき機能
　　・申告完了通知の発送履歴（発送
⽇、発送有無）が法⼈・事業年度ごと
に管理できること。
　○実装してもしなくても良い機能
　　・発送状況は帳票出⼒⽇（⼜は任
意の⽇付）で⾃動設定され、発送有
無・発送⽇の修正登録もできること。

申告書発送状況、申告勧奨通知発送状況の管理を「実装すべき機
能」という意⾒が多く来ています。（現在は「実装してもしなくても良い機
能」）
発送履歴管理を必須、履歴の修正をオプションという要件修正案を考え
ていますが、これについてご確認ください。

【ご確認事項】
①申告書・納付書・案内⽂書の発送履歴、申告勧奨通知の発送履歴
は管理の要否（理由も合わせて）
②発送管理は帳票印刷⽇で良いか（任意の設定をする必要がある
か）
③発送⽇の修正はオプションで良いか、あれば利⽤するか（印刷したが
引抜きする場合など）

※左記が要件修正の案です。
6 0 1 2 反映する

意⾒照会で多くの意⾒を頂戴していること、構成員も基本的に必須との
意⾒で揃っていることから、発送履歴の管理を実装すべき機能として再定
義します。
（APPLIC税TFの回答からは、実装されていないシステムも複数⾒られ
るため、機能強化が必要になります）

①発送履歴の管理
必要・・・A市、C市、E市、F市、G市、H市、I市、K市
不要・・・なし
その他・・・J市
→実装すべき機能に変更します。

②設定される⽇付
初期設定されるのは印刷⽇でも問題ないことを確認しました。APPLIC税
TFより、右記意⾒があるため、法⼈WTとしては設定される⽇は”問わな
い”とします。（修正案のとおり）

③⽇付の修正要否
必要という意⾒もありますが、必須ではないとの意⾒が多いため実装して
もしなくても良い機能としました。

■2.1.14. 申告書等発送状況管理
・ 申告書の発送履歴（発送⽇、発送有無）が参照できること。（実装
してもしなくても良い機能）
＜実装すべき機能＞
・申告書、納付書、申告案内⽂書の発送履歴（発送⽇、発送有無）
が法⼈・事業年度ごとに管理できること。
＜実装してもしなくても良い機能＞
・発送状況は帳票出⼒⽇（⼜は任意の⽇付）で⾃動設定され、発送
有無・発送⽇の修正登録もできること。

■4.1.3. 申告勧奨通知発送状況管理
・ 申告勧奨通知の発送状況を管理できること。（実装してもしなくても良
い機能）
＜実装すべき機能＞
・申告勧奨通知の発送履歴（発送⽇、発送有無）が法⼈・事業年度
ごとに管理できること。
＜実装してもしなくても良い機能＞
・発送状況は帳票出⼒⽇（⼜は任意の⽇付）で⾃動設定され、発送
有無・発送⽇の修正登録もできること。

896 5.1.1. ⽂書発⾏

（⽂⾔追加）
またこれに加えて、発⾏時に任意⽂字列を⼊
⼒・出⼒できる備考欄も設ける

証明書交付の際、設置⽇など、
任意の⽂⾔を記載するよう要望さ
れることがあるため。

3005 7 B︓要検討

■5.1.4.　⽂書発⾏
・当該書⾯の名称、認証⽂、備考 等を
任意に設定できること。
・備考には、帳票発⾏時に任意に⽂字
列を⼊⼒できること。

〇　いわゆる「営業証明書」について、発⾏時に任意の⽂字列を⼊⼒す
る機能は必要でしょうか。（当該意⾒では”設置⽇”などを⼊⼒するとし
ています。）
左記の要件を想定しますが、必要か否か、必要な場合はどのような内容
を⼊⼒することがあるかご意⾒ください。
〇　貴団体で法⼈住⺠税システムから発⾏している証明書の名称及び
証明書の記載項⽬をご教⽰ください。
　（回答例）営業証明書
　　　　　　　　　【記載項⽬】・法⼈名称（⽀店の場合には⽀店名を併
記）
　　　　　　　　　　　　　　　　　・所在地（⽀店の場合には⽀店住所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　・代表者⽒名
　　　　　　　　　　　　　　　　　・事業種⽬
　　　　　　　　　　　　　　　　　・備考
　　　　　　　　　　　　　　　　　・証明⽂　上記のとおり〇〇であることを証
明します。
〇　貴団体で発⾏している上記の証明書について、根拠となる条例の有
無をご教⽰ください。
　　　（回答例）営業証明　　○○市税条例に基づき発⾏　等

4 1 0 2 反映する ●

主たる⽤途は営業⾞両の⾞庫証明の申請などと認識しております。また、
出⼒項⽬については様々ありますが、構成員意⾒並びに事業者の帳票
サンプルに定義されていた項⽬をもとに、右記の事務局案を作成しまし
た。
任意⽂字列の⼊⼒については、利⽤頻度が少なく、APPLIC税TFからも
意⾒が来ているため不要と整理します。

＜構成員回答集計＞
■帳票の発⾏有無　→　実装すべき機能のまま
有・・・A市、C市、E市、F市、G市、J市
無・・・H市、I市、K市

■帳票名称　→　営業証明書とする
営業証明書・・・3団体（A市、C市、J市）
所在証明書・・・2団体（E市、F市）
事業開始等申告書提出済証明書・・・1団体（G市）

■任意の⽂字列⼊⼒　→　不要とする
要・・・A市
不要・・・C市、E市、G市

■出⼒項⽬（）内は出⼒団体数　→　右記に案を提⽰
・法⼈番号（1）、法⼈名称（⽀店の場合には⽀店名を併記）
（6）、所在地（⽀店の場合には⽀店住所）（5）、代表者⽒名
（3）、設⽴年⽉⽇（1）、設置年⽉⽇（1）、資本⾦（1）、事業
種⽬（3）、備考（1）、証明⽂（5）、証明書の⽬的（⾞両登録
／その他）（1）、発⾏⽇（6）、発⾏番号（1）、市⻑名・公印
（2）、税事務所名（1）

帳票名称︓営業証明書
出⼒項⽬︓
・⽂書タイトル
・法⼈名称（⽀店の場合には⽀店名を併記）
・法⼈所在地（⽀店の場合には⽀店住所を併記）
・代表者⽒名
・事業種⽬
・備考（空⽩スペースのみ）
・証明⽂
・証明発⾏⽇
・発⾏者
・公印

＜実装すべき機能＞
　当該証明書の名称、認証⽂ 、備考等を任意に設定できること。

＜実装してもしなくても良い機能＞
　当該証明書の発⾏時に、備考に任意の⽂字列を⼊⼒して帳票に出⼒
できること。

3005 5.1.1. ⽂書発⾏

法⼈向けに以下の内容を記載した書⾯の発⾏
ができること。本店・⽀店の切替ができ、⽀店ご
と、全⽀店の出⼒もできること。

・法⼈名・所在・営業種⽬等、台帳登録情報

法⼈向けに以下の内容を記載した書⾯の発⾏
ができること。本店・⽀店の切替ができ、⽀店ご
と、全⽀店の出⼒もできること。

・法⼈名・法⼈名＋⽀店名・本店所在地・
⽀店の所在・営業種⽬等、台帳登録情報

住⺠サービスの拡充のため、また、
⽀店所在地の証明が公的機関
ではここでしか出せないらしいの
で、やめることもできないため。

軽⾃動⾞の⾞検の表記部分
（法⼈の名称、法⼈の市内所在
地）を証明書（法⼈市⺠税申
告書等記載事項証明書（所在
証明書））通りにすると聞いてお
りますので、法⼈名称には法⼈名
か法⼈名＋⽀店名の2パターンが
存在します。

市内事務所名称、所在地は軽
⾃動⾞の⾞検のための市内事務
所の証明書として必要（軽⾃動
⾞検査協会に聞いたのですが、公
的機関ではここでしか証明書とし
て出ないので、出して欲しいとのこ
と。）

3005 7 E︓保留・その
他

いわゆる「営業証明書」について、帳票
要件にて出⼒項⽬は別途確認します。

4 0 0 0 保留

※No.896で確認します。

4569 6.1.4 減免情報管理

認定特区のように都道府県または市が独⾃に
税額の⼀部だけ減免している場合も管理できる
こと。

地⽅税法第６条第２項 企業や研究機関を誘致すること
で、地域経済の活性化及び持続
的発展を図り、市⺠⽣活の向上
に資する

⼀⼈の作業が年間のべ１０時間
程低減するため

0 B︓要検討

※No.63のように、普通法⼈の「減免」により、政策減税にも対応可能
と考えます。

5 0 1 0 反映しない

※No.63で確認します。

3312 7.1.3. 収納システムへの課税情報
受渡

課税情報（更正処理での調定変更を含む）
を収納システムへ連携できること。

- 「収納システム」とは何か、税の収
納業務のことか、それとも、総合的
な収納管理システムのことか、定
義が不明確であることから、明確
化が必要である。また、個⼈住⺠
税の調定に係る機能要件では
「収納システム」といった⽤語が出
てこないが、法⼈住⺠税と個⼈住
⺠税で違いがあるのか。さらに、
7.1.1でいう「収納システム」への
連携との違いは何か。

0 C︓APPLIC照
会

7.1.3.　→　削除 7.1.1.と重複のため削除した上で調定と収納連携の関係性はAPPLIC
税TFへ確認します。

5 0 0 2 反映する

了承いただきましたので、削除します。
なお、APPLIC税TFより右記システム仕様についてご意⾒がありますので
共有させていただきます。8分の4社が、即時/⼀括調定のどちらでも対応
できることから（残りは即時のみ/⼀括のみ）、「実装してもしなくても良
い」機能として定義します。

7.1.3. 収納システムへの課税情報受渡　→　削除

【7.1.1. 追加】
○ 申告処理に基づく調定は、即時調定／⼀括調定が団体毎に選択し
て設定できること。更正決定に基づく調定は、即時調定が⾏えること。
○ ⼀括調定を⾏う場合に、調定前でも申告情報を収納管理システムに
連携できること。（納税証明書の即時発⾏のため）

3313 7.1.4. 課税データ管理

年度・年⽉を指定して登録した課税データ
（CSVファイル）を抽出することができること。

- CSVファイルで課税情報を出⼒す
るだけであれば、課税データ管理と
は⾔えないのではないか。データ抽
出機能や、EUC機能という機能
でも良いのではないか。また、「課
税データ」の内容は何か、明確に
すべきである。

0 A︓仕様反映

7.1.4. →　削除 EUC機能へ統合します。

8 0 0 0 反映する

了承いただいたため、削除します。 7.1.4.　→　削除

3314 7.2.2. 調定表作成

下記情報を含む課税情報をCSV出⼒できるこ
と。
・調定額（旧税率分＋新税率分）
・調定件数
・納税義務者数
・超過税額

- CSVファイルで課税情報を出⼒す
るだけであれば、データ抽出機能
や、EUC機能という機能でも良い
のではないか。
また「課税情報」とあるが、これは
「調定表情報」ではないのか。

0 A︓仕様反映

7.2.2. →　削除 EUC機能へ統合します。

8 0 0 0 反映する

了承いただいたため、削除します。 7.2.2.　→　削除

3315 7.2.3. 調定表作成

調定表作成時に、法⼈税割の超過税率分を
計算できること。

調定表作成時に、法⼈税割の超過税率分を
計算できること。計算された法⼈税割の超過
税率分は調定表に印字されること。

「調定票作成時に、法⼈税割りの
超過税率分を計算できること」とあ
るが、計算した超過税率分をどの
ように取り扱うのかの記載が無い。
調定表に掲載するのであろうと想
定した修正案としたが、意図が異
なる場合は、取扱いについて明⽰
いただきたい。

3315 2 A︓仕様反映

7.2.3. →　削除 帳票要件に統合します。その際、本意⾒を反映します。

7 0 0 0 反映する

了承いただいたため、削除します。 7.2.3.　→　削除



3316 7.2.4. 調定資料出⼒

以下を作成できること。
・調定件数集計表
・調定内訳表
・標準超過調定表（法⼈税割）
・税率別歳出還付集計表
・還付内訳書
・項⽬別調定表
・税率別⽉別調定表

- 以下を作成できることとして、複数
の帳票が記載されているが、これら
と、個別に項⽬⽴てされている調
定表や、調定額集計表と何が異
なるのか。また、項⽬名が「調定
資料出⼒」となっているが、調定
表作成、年間集計作成として、そ
の他では「作成」と表記されてい
る。「出⼒」と「作成」の違いはなに
か。違わないのであれば統⼀すべ
きであるし、違うのであれば、違い
を明⽰すべきである。

0 A︓仕様反映

7.2.4. →　削除 帳票要件に統合します。

7 0 0 0 反映する

了承いただいたため、削除します。 7.2.4.　→　削除

4325 7.2.5 調定表作成

出納整理期間も含めて作成できること。 出納整理期間の調定額も算出
する必要があるため。

0 C︓APPLIC照
会

※APPLIC税TFに確認します。

2 0 1 3 要検討

APPLIC税TFにおける実装⽅法は各社でバラつきがありました。収納管
理システムを正とする考え⽅の団体もあり、法⼈住⺠税システムとしては
交付税の算定処理における計算式（本事例で⾔うと歳出還付）を⽤い
るなどが考えられます。

引き続き、ご意⾒を頂きたいと考えます。

3317 7.2.5. 年間集計作成

- - 「年間集計作成」という項⽬名で
あるが、内容は「調定額集計表」
しかない。この構成であるならば
「年度間調定額集計票作成」と
いう項⽬名が適切ではないか。

0 A︓仕様反映

7.2.5. →　削除 帳票要件に統合します。

7 0 0 0 反映する

了承いただいたため、削除します。 7.2.5.　→　削除

3319 7.3.1. 各種統計資料作成

交付税関係資料の作成ができること。(全国統
⼀様式含む)

［交付税資料１］
・法⼈税割に関する調（第1表、付表1、付表
2）、調定額に関する調付表3、⽐較項⽬別
納税者⼀覧・・・7⽉及び12⽉〜4⽉の各⽉
作成
・増減理由に関する調（第1表分明細）
・資本⾦別集計表・・・6⽉及び12⽉作成

［交付税資料２］
・法⼈税割に関する調（第2表）、調定額に
関する調付表4・・・5⽉及び6⽉作成
・増減理由に関する調（第2表分明細）
・法⼈税制に関する調・・・8⽉〜11⽉の各⽉
作成

［報告資料］※交付税資料１をもとに作成
・市町村⺠税法⼈税割の調定額等に関する
調
・市町村⺠税法⼈税割額の⾼額納税義務者
に関する調
・法⼈住⺠税⾼額納税法⼈上位100社⼀覧
表
・市町村⺠税法⼈税割額の変動の⼤きい税
義務者に関する調
・市町村⺠税法⼈税割額増減法⼈⼀覧
・法⼈住⺠税の調定額に関する調

- 実装すべき機能において、複数の
徴⽤が提⽰されているが、徴⽤に
よっては「7⽉及び12⽉〜4⽉の
各⽉作成」等、作成する⽉等が
提⽰されている。作成する⽉が異
なる帳票を⼀つの機能としてまとめ
るのは、乱暴ではないか。また、そ
ういった内容は帳票要件に記載し
た⽅が整理されるのでは無いか。

0 A︓仕様反映

7.3.1. →　削除 帳票要件に統合します。

7 0 0 0 反映する

了承いただいたため、削除します。 7.3.1.　→　削除

4054 7.3.2 各種統計資料作成

特定寄附⾦⼀覧表の作成 特定寄附⾦は、どこがいくら⾏い、
どれだけの影響があったか毎年決
算報告で必要なため。

0 C︓APPLIC照
会

eLTAX連携は、第20号様式を基本と考えています。取りこめる内容は
APPLIC税TFに照会します。

2 0 1 3 要検討 ●

eLTAXで取り込める申告書について、APPLICに確認したところ、実装の
レベルが各社で⼤きく異なりました。

以下の整理として良いでしょうか。

＜申告書＞※全て必須
●確定・中間申告書（第20号様式）→必須
●予定申告書（第20号の3様式）→必須
●均等割申告書（第22号の3様式）→必須

＜申告書別表＞
●特段明記せず、各社の実装に⾃由度を持たせる。
※事業者の差別化要素として残す。

＜申告書＞
●確定・中間申告書（第20号様式）→必須
●予定申告書（第20号の3様式）→必須
●均等割申告書（第22号の3様式）→必須

＜申告書別表＞
・オプション

1046 8.1.1. 検索照会

収納状況情報の照会ができること。 現在賦課システムと収納システム
が連携しており、賦課側で収納状
況を照会することにより、延滞⾦
等の問い合わせがあった際迅速に
対応するため。

0 A︓仕様反映

【追加要件】
・法⼈基本情報、課税状況の照会画
⾯より、該当法⼈の収納状況を照会で
きること。

左記の要件を「実装すべき」機能として追加します。ご認識に相違ないか
ご確認ください。

9 0 0 0 反映する

了承いただきましたので、反映します。 8.1.1. 追加
・法⼈基本情報、課税状況の照会画⾯より、該当法⼈の収納状況を照
会できること。



1512 8.1.2 検索照会

該当の法⼈を検索して、同⼀法⼈の登録がで
きること。

同⼀法⼈を登録出来たらダメなの
では︖全く意味が分からない。特
徴と法⼈住⺠税で別々に持たせ
られるという意味か︖法⼈番号の
重複は許可という意味か︖

0 B︓要検討

同⼀法⼈を複数登録してしまった（再転⼊処理含む）場合を想定して
記載していましたが、要件が分からないとの意⾒が来ています。実際に運
⽤されている例など含めて再度確認させて頂きます。

【ご確認事項】
・本要件は必要でしょうか。具体的な運⽤例（検索⽅法、⽤途、紐づ
け後の法⼈基本情報の表⽰のされ⽅など）をご教⽰ください。
・また、法⼈課税として必要か、「特徴事業所」など他税⽬との宛名管理
上使⽤しているか、も合わせてご教⽰ください。

2 0 2 3 反映する

各構成員の意⾒を踏まえると、法⼈課税業務としては必須ではないとの
結論です。現在では法⼈番号が普及してきたこともあり、重複チェックも⽐
較的しやすくなったものと考えられます。

実装してもしなくても良い機能とした上で、E市ご指摘のような表⽰⽅法
などまで明記します。（要件の意図が分からなくなるため）

＜構成員回答サマリ＞
● 法⼈課税としては、原則重複する宛名を登録できない仕様とすべき
● 法⼈課税としては、誤って同⼀法⼈で複数の宛名を作成してしまった
ときは不要なものを除却するなどして対応可能（あっても良いが無くても
良い）
● 宛名管理システムとして、特徴事業所などを考えるなら必要ではない
か

8.1.2. 検索照会
＜実装してもしなくても良い機能＞
該当の法⼈を検索して、同⼀法⼈の登録ができること。
同⼀法⼈として関連付けられた場合は、主たる法⼈の基本情報から従た
る法⼈の基本情報に遷移して法⼈基本情報の確認ができること。

4468 8.1.2 検索照会

宛名管理システムで「同⼀法⼈の登録」処理
を、法⼈住⺠税システムで管理している法⼈に
ついて⾏う場合は、必ず処理権限を限定できる
こと。

誤送付等のリスクを低減させるた
め。画⾯上での参照を容易にする
ための「同⼀法⼈の登録」である
ならばよいが、いわゆる「同定」「名
寄せ」等の機能が法⼈基本情報
項⽬を上書きする処理である場
合、他税⽬担当の予期せざる処
理により、所在地や書類発送先
等が変更されることにより誤送付
等のリスクが⾼まる。

効率的な宛名番号管理や特に
収納・徴収や納税証明の観点か
らは、同じ法⼈に対して税⽬ごとに
異なる宛名番号を附番することは
不適切である⼀⽅で、例えば給
与特別徴収については本来の法
⼈格とは別に給与事務を外部委
託化しそちらへの税書類送付を希
望されることも多い。

0 E︓保留・その
他

※意⾒No.1512の内容を踏まえて検討します。

5 0 0 1 反映しない

496 8.1.3 検索条件

- 検索条件の中に代表者検索を加えてほしい。 2以上の事業所において同⼀の
代表者である場合等、事業所間
に繋がりがあることを担当課で把
握しやすく、事業者や関与税理
⼠と円滑なやり取りが可能となる
ため。

496 2 D︓反映しない

課税業務としては代表者検索はあまり使⽤しないと考えます。
収納管理WTに必要性を確認します。

6 1 0 0 反映する

あっても利⽤しない、という団体も多く、システムの肥⼤化を懸念される意
⾒もあることから、「実装してもしなくても良い」機能として整理します。

8.1.3. 検索条件
実装してもしなくても良い機能
・代表者名

68 8.1.5 検索条件

検索履歴を保持し、検索履歴から検索ができ
ること。

⼀度開いた履歴を保持し、履歴から選択して
開くことができること。

検索履歴とは「検索条件そのも
の」か「⼀度開いた台帳等」か、ど
ちらの意味か︖後者と判断。

68 6 A︓仕様反映

■8.1.5.
・法⼈基本情報検索、課税状況検索
において、⼀度照会した法⼈の検索履
歴を保持し、検索履歴から選択して照
会画⾯を開くことができること。

検索履歴について、「検索条件そのもの」か「⼀度開いた台帳等」か、と
質問がきておりますが、後者を意図します。したがって左記の要件に修正
します。

8 0 0 0 反映する

了承いただいたため、反映します。 ■8.1.5. 検索条件
・法⼈基本情報検索、課税状況検索において、⼀度照会した法⼈の検
索履歴を保持し、検索履歴から選択して照会画⾯を開くことができるこ
と。

926 8.1.6. 検索条件

「実装してもしなくても良い機能」
旧法⼈名での検索ができること。合併前法⼈
名でも検索できること。

「実装すべき機能」
旧法⼈名での検索ができること。合併前法⼈
名でも検索できること。

現状、実装されている機能であ
り、法⼈の経歴等参照する際にも
使え、機能として利⽤価値が⾼
い。

926 9 B︓要検討

旧法⼈名での検索について、9団体から意⾒が「実装すべき機能」とすべ
きと意⾒が来ています。現在は「実装してもしなくても良い」機能としてい
ますが、以下の運⽤例やご意⾒をご教⽰ください。

【ご確認事項】
①旧法⼈名での検索は実装されているか、運⽤上も必要か（具体例も
合わせてご教⽰ください）
（例）⼭⽥商事→池中商業に商号変更した場合に、「⼭⽥商事」で
検索しても「池中商業」が検索結果に表⽰される。

②被合併法⼈（消滅法⼈）の名称を検索する際に、合併先法⼈が
登録されており法⼈基本情報で紐づけていれば、合併法⼈の名称でも
被合併法⼈の名称でも検索表⽰されることは必須か。（実装すべき
か、実装してもしなくても良いかも合わせてご教⽰ください）
※1.1.14.の機能で、被合併法⼈の基本情報から合併法⼈は確認で
きますが、このとき合併法⼈の名称で検索しても被合併（消滅）会社
が表⽰されるべきかどうか。

3 0 1 3 反映する

旧法⼈名での検索は必要という意⾒でした。最新台帳だけでなく、履歴
も含めた検索を要件として必須化します。
被合併法⼈を検索する際に、合併法⼈で検索しても表⽰されるべきか、
については、不要（むしろ混乱を招く可能性がある）との意⾒が⾒られた
ため、定義なしとします。

①旧法⼈名での検索
あり（必要）・・・A市、C市、G市、I市、K市
なし（不要）・・・E市、H市

②合併法⼈の検索時に、被合併法⼈が表⽰されるべきか
・実装してもしなくても良い・・・全構成員

＜実装してもしなくても良い機能→実装すべき機能＞
最新の基本情報における法⼈名称だけでなく、旧法⼈名称での検索が
できること。
 合併前法⼈名でも検索できること。

3321 8.2.1. 法⼈台帳出⼒

法⼈ごとの基本情報（法⼈台帳）を出⼒でき
ること。作成は⼀括でできること。
対象の台帳については、カナ⽒名、法⼈番号、
法⼈管理番号の範囲指定で抽出できること。

- 「法⼈台帳」とはどういった帳票
か、印字されている情報提⽰する
など、定義が必要である。
また、「出⼒できること」「作成でき
ること」とあるが、どちらなのか。紙
なのかデータなのか、はたまた画⾯
なのかも不明確である。
また、「カナ⽒名、法⼈番号、法
⼈管理番号の範囲指定で抽出」
とあるが、抽出することで、なにがど
うなるのか。また、「カナ⽒名の範
囲指定」「法⼈番号の範囲指定」
「法⼈管理番号の範囲指定」が
でき、さらに、それらはAND条件な
のか、OR条件なのか、そういったこ
とも不明確であり、明⽰をお願い
したい。

0 B︓要検討

■8.2.1. 法⼈台帳出⼒
・法⼈ごとの基本情報（法⼈台帳）を
出⼒できること。作成は個別・⼀括でで
きること。

【出⼒条件】
・法⼈名称（単件出⼒）
・法⼈名称カナ（単件出⼒）
・法⼈番号の範囲指定（複数件出
⼒）※同⼀番号で単件も可
・法⼈管理番号の範囲指定（複数件
出⼒）※同⼀番号で単件も可

「法⼈台帳」の出⼒順・条件設定は以下を想定します。過不⾜があれ
ばご意⾒ください。

8 0 0 0 反映する ●

ご意⾒を反映します。A市、E市から共通のご意⾒を頂いた「最新異動区
分・現況」について要件化しました。

【論点①】
APPLIC税TFからはEUC可とすべき帳票とのご意⾒を頂いています。特
段、帳票形式で出⼒する必要が無い、柔軟な条件設定や加⼯を⾏う場
合は「EUC可」の要件とさせてください。

※Ｅ市から詳細な条件設定を頂いていますが、CSVファイルでも良ければ
EUCにて対応可能と想定します。

【論点②】
・最新異動区分→現況区分として、新たに管理項⽬を追加した⽅が良
いと考えます（帳票の出⼒条件などでも必須と考えるため）。現況区分
は、異動処理に連動して設定されるものとなります。

■現況区分（1.1.1. 法⼈基本情報に追加）
○ 法⼈の現況を表す区分。
○ 設⽴・設置/事務所等なし/事務所廃⽌/解散（清算中）/清算結
了（⼜は残余財産確定）/除却等

■8.2.1. 法⼈台帳出⼒
・法⼈ごとの基本情報（法⼈台帳）を出⼒できること。作成は個別・⼀
括でできること。

【出⼒条件】
・法⼈名称（単件出⼒）
・法⼈名称カナ（単件出⼒）
・法⼈番号の範囲指定（複数件出⼒）※同⼀番号で単件も可
・法⼈管理番号の範囲指定（複数件出⼒）※同⼀番号で単件も可
・【論点②】現況区分　 最新異動区分
・異動年⽉⽇範囲指定

【論点①】
※EUCによる出⼒でも可

3322 8.2.2. 課税台帳出⼒

法⼈ごとの課税台帳を出⼒できること。作成は
⼀括でできること。
対象の台帳については、調定年⽉、法⼈番
号、法⼈管理番号の範囲指定で抽出できるこ
と。

- 「課税台帳」とはどういった帳票
か、印字されている情報提⽰する
など、定義が必要である。
また、「出⼒できること」「作成でき
ること」とあるが、どちらなのか。紙
なのかデータなのか、はたまた画⾯
なのかも不明確である。
また、「カナ⽒名、法⼈番号、法
⼈管理番号の範囲指定で抽出」
とあるが、抽出することで、なにがど
うなるのか。さらに、「カナ⽒名の範
囲指定」「法⼈番号の範囲指定」
「法⼈管理番号の範囲指定」が
でき、さらに、それらはAND条件な
のか、OR条件なのか、そういったこ
とも不明確であり、明⽰をお願い
したい。

0 B︓要検討

■8.2.2. 課税台帳出⼒
・法⼈ごとの課税台帳を出⼒できるこ
と。作成は個別・⼀括でできること。

【出⼒条件】
・法⼈名称（単件出⼒）
・法⼈名称カナ（単件出⼒）
・調定年⽉（単⽉の複数件出⼒）
・法⼈番号の範囲指定（複数件出
⼒）※同⼀番号で単件も可
・法⼈管理番号の範囲指定（複数件
出⼒）※同⼀番号で単件も可

「課税台帳」の出⼒順・条件設定は以下を想定します。過不⾜があれ
ばご意⾒ください。

7 1 0 0 反映する ●

ご意⾒を反映します。A市からの調定年⽉の範囲指定、E市の申告区
分、業種区分を追加しました。
税額の範囲指定は、「⾼額納税者リスト」でも対応可能としております。

【論点】
APPLIC税TFからはEUC可とすべき帳票とのご意⾒を頂いています。特
段、帳票形式で出⼒する必要が無い、柔軟な条件設定や加⼯を⾏う場
合は「EUC可」の要件とさせてください。

※Ｅ市から詳細な条件設定を頂いていますが、CSVファイルでも良ければ
EUCにて対応可能と想定します。

■8.2.2. 課税台帳出⼒
・法⼈ごとの課税台帳を出⼒できること。作成は個別・⼀括でできること。

【出⼒条件】
・法⼈名称（単件出⼒）
・法⼈名称カナ（単件出⼒）
・調定年⽉範囲指定
・申告区分
・業種区分
・法⼈番号の範囲指定（複数件出⼒）※同⼀番号で単件も可
・法⼈管理番号の範囲指定（複数件出⼒）※同⼀番号で単件も可

【論点】
※EUCによる出⼒でも可



3027 8.4.1. 宛名連携

- 法⼈の基本情報は宛名からの引⽤登録、修
正ができること。引⽤の際に修正も可能なこと。

宛名情報引⽤により職員の事務
負担軽減のため。また、宛名情報
との不⼀致を防ぐため。

0 A︓仕様反映

【新規要件案】
法⼈の基本情報は、宛名管理システム
と連携して登録できること。法⼈基本情
報に登録する際には情報を修正して登
録できること。

意⾒のとおり、（税）宛名→法⼈システムのデータ連携による新規登録
を可能とするよう、左記要件を追加します。
なお、パッケージシステムには宛名管理システムと法⼈住⺠税システムが
別々に存在するケースが多いですが、連携仕様を検討する上で以下ご
教⽰ください。（他税⽬でも法⼈宛名を利⽤する、宛名管理システムが
ある前提でのご質問です。異なる場合も、留意事項があればご教⽰くだ
さい）

【ご確認事項】
①法⼈システムで新規登録した場合は宛名システムにも反映される、で
良いか。
②宛名システムで登録されている法⼈の宛名を、法⼈システムで設⽴登
録する場合、宛名システムの登録情報を引⽤して登録できるか。その場
合、引⽤時に修正した内容は宛名システムに反映すべきか。（例. 商
号が変更前で宛名登録されてる場合、法⼈システムは最新、宛名シス
テムは古いまま）
③法⼈システムの基本情報を修正した場合、宛名システムにも反映され
るべきか（法⼈課税の情報が優先となる）、⼜は連携する必要なない
か

8 1 0 0 要検討 ●

宛名については、法⼈住⺠税システムの更新情報が優先される構成員が
多いですが、宛名管理システムで⼀元管理する団体もあり、⼀概にシステ
ム構成を決めることが困難です。
また、システム間の共通的な管理項⽬を明確にして、主従を検討すべきと
のご意⾒を頂いています。

【論点①】
宛名との共通的な管理項⽬の定めについて、「地域情報プラットフォーム
に準拠」としました。
【論点②】
基本的な連携機能を定義しつつ、法⼈住⺠税の更新情報を優先する
機能は「実装してもしなくても良い」としました。

＜構成員ご意⾒＞
①法⼈住⺠税で新規登録した法⼈の宛名管理連携
●されるべき・・・A,C,D,F,G,H,I,J,K市
●されないべき・・・E市
②宛名管理からの引⽤登録と修正情報の宛名管理連携
●法⼈→宛名に連携可能・・・C,G,H,J,K市
●宛名→法⼈にのみ連携・・・E,I市
●宛名管理のみ・・・A市
③法⼈基本情報の修正の宛名管理連携（法⼈優先）
●反映されるべき・・・C,G,H,I,J,K市
●反映されないべき・・・E市
●宛名管理のみ・・・A市

8.4.1. 宛名連携
＜実装すべき機能＞
【論点①】
宛名管理システムと連携して、法⼈基本情報を登録・修正できること。連
携項⽬は、地域情報プラットフォームに準拠すること。
宛名管理システムでのみ管理する場合は、この限りではない。

＜実装してもしなくても良い＞
【論点②】
法⼈住⺠税システムで更新した情報を、宛名管理システムに連携して更
新できること。宛名管理システムでのみ管理する場合は、この限りではな
い。

4097 申告⼊⼒（共通）

申告書⼊⼒時に電⼦申告か否かを⾃動で判
定し、電⼦申告義務のある⼤法⼈が電⼦申告
を⾏わなかった場合にアラートが出るようにする。

平成３０年度税制改正による地
⽅税法の改正
法令に準じ賦課を⾏うためには必
須である。

0 D︓反映しない

意⾒No.3461のとおり、反映なしとします。

2 4 0 0 保留

※No.3461で確認します。


